
 
 
 
 
 
 
第二次実施計画 

 
2020 年度実施計画の評価について 

 
 
 
 
 

  



1 
 

2020 年度実施計画の総括（事業全体の達成度状況） 
 

本学では、第 2 次前期実施計画（2019 年度～2021 年度）に基づいて 2020 年度の実施計画を策定し、

全学を挙げて実行しています。実施計画では、「教育」「研究」「社会貢献」「経営」「内部質保証」「国際化」

の 6 分野において、全体で 92 の事業を展開しました。これらの事業については、それぞれの達成状況を

4 段階に定義し、全体の達成度状況の管理を行いました（表 1 参照）。2020 年度の事業別達成度状況は表

2 のとおり、全体の約 7 割（68.5%）が「B 評価以上」の達成状況（前年度比 1.1 ポイント増）となって

おり、事業全体の 2/3 以上が事業展開を図っている状況にあります。 
また、事業分野ごとに見ると、「教育」、「研究」、「経営」、「内部質保証」の分野では、「B 評価以上」が

70.%～100％の事業達成状況になりました。一方、「社会貢献」、「国際化」の分野では、新型コロナウイル

ス感染症拡大を原因とする活動停滞等により、「B 評価以上」が 30％～65％の達成状況に留まっており、

事業推進に課題を残す結果となりました。 
なお、実施が十分に展開できなかった事業（C 評価）20 件、実施に至らなかった事業（D 評価）9 件を

中心として、各組織がその要因、今後の解決法等を、自主的に明らかにし、次年度の目標達成に向けて確

実な改善に繋げていきます。 
表 1. 実施計画の達成度評価基準 

評価基準 達成度の内容 評価基準 達成度の内容 

A 事業計画を上回っている B 事業計画を十分に実施している 

C 事業計画を十分には実施していない  D 事業計画を実施していない 

 
表 2. 実施計画の事業分野別達成度状況 

実施計画の 
事業分野 事業数 

達成度別事業数 B 評価 
以上の 
事業数 

B 評価 
以上の 
比率 A 評価 B 評価 C 評価 D 評価 

教育 41 18 
（11） 

11 
（14） 

9 
（11） 

3 
（5） 

29 
（25） 

70.7％ 
(61.0％) 

研究 11 3 
（2） 

5 
（4） 

2 
（5） 

1 
（0） 

8 
（6） 

72.8％ 
(54.5％) 

社会貢献 13 4 
（0） 

4 
（10） 

4 
（2） 

1 
（1） 

8 
（10） 

61.5％ 
(76.9％) 

経営 14 5 
（5） 

6 
（9） 

3 
（0） 

0 
（0） 

11 
（14） 

78.6％ 
(100％) 

内部質保証 4 2 
（0） 

2 
（4） 

0 
（0） 

0 
（0） 

4 
（4） 

100％ 
(100％) 

国際化 9 0 
（0） 

3 
（3） 

2 
（5） 

4 
（1） 

3 
（3） 

33.3％ 
(33.3％) 

総事業数 92 32 
（18） 

31 
（44） 

20 
（23） 

9 
（7） 

63 
（62） 

68.5％ 
(67.4％) 

事業数比率 100 % 34.8 % 
(19.6 %) 

33.7 % 
(47.8%) 

21.7 % 
(25.0%) 

9.8 % 
(7.6%) 

 
 

    ＊（ ）内は前年度の数値 
2021 年 4 月 
政策企画課 
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評価基準 
A：事業計画を上回っている B：事業計画を十分に実施している C：事業計画を十分には実施していない D：事業計画を実施していない 

Ⅰ．教育力の向上 
１．１ 学生確保 
①．１．１ 学生の受入れ 
（方針）高大接続改革を踏まえてアドミッション・ポリシーを基軸とした広報事業展開により学生ニーズと本学の受入れ方針にマッ

チした学生を募集する。一人一人に合わせた学生募集へと転換する。 
   ◇ アドミッション・ポリシー(AP)：入学者受入れの方針   ◇ カリキュラム・ポリシー(CP)：教育課程編成・実施の方針 
   ◇ ディプロマ・ポリシー(DP)：卒業認定・単位授与の方針 
1.1.1.1 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 (基準 2―1―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・周知について試験的に検証し、広報に

おける情報発信を明確かつ積極的に

行い、AP の周知を行う。 

・新入生アンケートに基づく AP の周

知率を検証する。 
 
 
 
 
・見直しを行ったAPの周知に務める。  
 
 
・新型コロナウイルス感染症対策も考

慮したメディア展開を検討する。 
  

・新入生アンケートの結果、AP の周知率

は昨年度 70.9%から本年度 93.3％と大

幅に向上した。これは、入学者選抜方法

の見直しにより全試験区分において志

望理由書を導入したことが大きい。 
 
・全入試区分においてポートフォリオを

導入し、AP の周知の徹底を図った。 
 
・4月からオンライン面談システムや入試

特設サイトを公開し、7 月には Web オ

ープンキャンパス特設サイトを開設

し、8 月のユーザ数として 8,400 以上の

アクセスがあった。また、教育力可視化

の結果を高校教員向け専用サイト

BHSO に 1 月から掲載し、1 カ月で全

国から203件の教員アクセスがあった。  

A 

達

成

目

標 

・AP の周知度に関する検証方法に

ついて検討する。 
・広報活動において、AP を積極的

に用いる。 

1.1.1.2 アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 (基準 2―1―②) 
2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・学力の 3 要素を、公正性・多様性およ

び評価尺度の多面性を保ちながら総

合的に評価し、各種入試制度において

AP に沿った適正な入学者を受け入れ

る。  

・AP に沿った入学者受入れについて

検証を行う。 
 
・更新した AP に基づく学力の 3 要素

の評価尺度を学内に周知する。 
 
 
・評価尺度をマニュアルとして整備す

る。 
   
・学力の 3 要素を多面的・総合的に評

価し選抜を行う。 
 
 
 
 
・記述式問題も含めた入試問題の作成

を大学自らが行う。  

・高大接続改革を踏まえた入学者選抜方

法の大幅な見直しを行った。 
 
・学内教職員に対して、更新した AP に基

づく学力の 3 要素の評価尺度について

の講習会を 9 月に開催し、周知を図っ

た。 
・学力の 3 要素の評価尺度およびマニュ

アルを整備した。 
 
・全入試区分において、学力の３要素を多

面的・総合的に評価し選抜を行った。特

に全ての入試区分でポートフォリオを

導入した点は大学認証評価でも評価さ

れた。 
 
・入試問題の作成は、大学自らが行ってい

る。  

A 

達

成

目

標 

・2020 年度入学者受入れの検証を

行う。 
・一般選抜・総合型選抜・学校推薦

型選抜の入試区分のもと、多面

的・総合的な評価により 2021 年

度選抜を行う。 
・すべての 2021 年度入試区分で学

力の 3 要素を評価する。 
・入試問題の作成は、大学自らが行

う。 

1.1.1.3 入学定員に沿った適切な学生受け入れ数の維持 (基準 2―1―③) 
2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・各種入試制度において適正な選抜を

実施し、入学者数の適正化を図る。 
・収容定員充足率が低い学科の改善方

針を明確にする。 
・編入学生受け入れの適正化を図る。  

・大学全体の KPI を設定する。 
 
・民間企業の全国模試等から志願者予

測を行い、収容定員充足率が低い学

科の改善方針をスポット的に実行

する。 
 
 

・大学全体のKPIは収容定員としている。 
 
・大学全体の志願者数の KPI は 1000 名

とした。今年度も大学全体の入学定員

確保を達成した。 
・機械システム・交通機械工学科の併願促

進のため、進研模試の併願状況をもと

に分析を行い、改善方針をスポット的

A 



3 
 

達

成

目

標 

・入学者数を確保する。 
・入学者数が少ない学科の改善方

針を明確にする。 

 
 
 
・収容定員充足率が 1.3 倍を超える学

科については、推薦入試の合格割合

について注意を促す。 
 
・編入学生受け入れ定員について検証

する。   

に実行した。交通機械工学科について

も改善の様子が見受けられた。 
 
・建築・設備工学科および情報ネットワー

ク工学科については、入学定員に留意

して合格ラインを設定した。 
 
・編入学生受入れ定員については、現状の

ままで継続する。  

1.1.1.4 広報事業の充実 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・従来の広報手段とともに、ターゲッ

トを深堀して広報する手法を実施す

る。 
・大学院進学の広報を実施する。 

・ターゲット層を設定するとともに、

一貫したビジョンを実現プロセス

とエビデンスで説明する手法を検

討する。設定したターゲット層を中

心に、広報を通して一貫したビジョ

ンを実現プロセスとエビデンスと

ともに伝える。 
 
・大学院進学の広報を入試課の事業と

して実施開始する。 

・ターゲット層は「自分のやりたいことを

突き詰めたい」層と大枠を設定した。ま

た、ビジョンとしては、「工学技術で貢

献する大学」、「学生が成長を実感する

大学」と掲げ、教育力の可視化などエビ

デンスの充実を図った。 
 
 
・大学院進学の広報については、大学 HP
上に「大学院概要」「修士学生の声」「フ

ァイナンシャルプランについて」を掲

載し Web コンテンツの充実を図るとと

もに、パンフレット内容の検討を行っ

た。 
 

B 
達

成

目

標 

・広報手段の費用対効果を検証す

る。 
・仮説に基づき広報を行う。 
・ターゲット像（プロフィール）を

作成する。 
・大学院の広報事業を通常の広報

事業に位置付ける。 

1.1.1.5 教職協働による募集活動 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・職域に対応した募集活動をおこなう。

特に教員は特色ある研究・教育活動な

どの専門性を通した募集活動を行い、

学科の魅力を発信する。事務職員はそ

れを支援する。 
・広報委員会における意思決定に職員

が積極的に参加し、教職協働により企

画立案を行う。 
・入試課と各学科広報委員が学科の説

明について定期的に情報交換を行い、

内容の改善を図る。 

・職域に関係なく、広報では教職員が

同じ言葉で同じ内容を語ることに

努める。 
 
・広報委員会のメンバーにアドミッシ

ョンオフィサーや入試課・政策企画

課の職員も参画し、企画立案を行

う。 
・入試課と各学科広報委員が学科の説

明について定期的に情報交換を行

い、内容の改善を図る。 
 
・新しい入試制度に対する教職員の理

解度を高める。 
 

・広報委員会において、ビジョン・プロセ

ス・エビデンスの骨子を示し、それに基

づき広報を行うように周知した。 
 
・広報委員会の規程の見直しについては、

検討中である。 
 
 
・学科説明の情報交換については適宜実

施し、特に交通機械工学科については

内容改善の頻度を増やしている。 
 
・新しい入試制度について動画コンテン

ツを作成し、教職員に通知した。また、

教職員に対して、新しい入試制度につ

いての説明会を開催し周知した。 
・「工学技術で地域に貢献する大学」とい

うコンセプトで広報を展開した。 
・特設サイト「ス！」において、教員の取

り組む地域課題解決プロジェクトを 10
件程度ピックアップし掲載した。 

 

A 

達

成

目

標 

・入試課が 2021 年度以降の入試制

度について学内への周知徹底を

行い、教職員の理解度を検証する 
・入試課と広報委員の情報交換を

行い、改善点を検討する。 
・教員一人一人の特色ある研究・教

育活動を Web 等で情報発信す

る。 

1.1.1.6 久工大サポート校開拓 [AP32(02)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・過去の志願・入学状況を踏まえ、重点

校とそれ以外の高校に分けて、効率的

な高校訪問や連携を提案する。 
・新しい入試制度の情報提供による支

援を行う。 
 

・進学アドバイザー（高校訪問担当者）

と意見交換を行い、効率的な高校訪

問の検討および実施を図っていく。 
 
 
 

・今年度は新型コロナウイルス感染症の

影響で 4・5 月については高校訪問がで

きていないが、6 月から重点校を中心に

訪問を開始した。併せて、新入試制度も

含め情報発信を行っている。 
 

A 
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達

成

目

標 

・重点校へのヒアリングおよび提

案を行う。 
・新しい入試制度の内容について

の説明を行う。 
 
 

・進学アドバイザーに新しい入試制度

の説明を行う。 
 
・2019 年度にリストアップした重点

校を中心に高校訪問を行う。また、

同時に重点校およびそれ以外の高

校に対して新しい入試制度の情報

発信を行っていく。 
・重点校を中心に進学アドバイザーと

連携を図り、新しい入試制度につい

てのヒアリングを行い、周知方法の

検証を行う。 
 

・各学科の広報委員による学科紹介およ

び入試制度等についての説明会を 4 月

に実施した。 
・進学アドバイザーとの全体会議を 9 月

に開催し、意見交換等を行い、前半の総

括を行った。 
 

 
・高校訪問を通して入試概要版にて新し

い入試制度について、情報発信を行っ

ている。特に、後期は重点校および一

般・大学入学共通テストでの受験校を

中心に説明を実施した。 

①．１．２ 退学者の防止 
（方針）学生支援の質の向上を図り、退学者を減らす。 

1.1.2.1 ＩＣＴを利活用した退学の予兆の検出 [AP32(01)] 
2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・ICTを利用して退学予兆を検出するた

めに必要な学生データについて収集

を IR・教務課・学生課を中心に開始す

る。 
・学生がオンラインで相談できる窓口

やチャットボットの運用を開始する。 
 

・IR 推進センターと連携し、データの

活用について検討し、テスト検証を

行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・情報ネットワーク工学科にオンライ

ンチャットボットの Web 稼働の検

討を依頼する。 
・学生課にメールやフォームといった

オンライン窓口の開設を依頼する。 
 

 

・退学予兆検出については、引き続き検討

中であるが、現状のデータで予測を実

験的に行い、退学可能性を予測した。そ

の結果をAI応用研究所の年報として報

告した。 
・IR 推進センターと連携し、入学前後の

データを初年次教育と連携を図るため

の WG を設置した。 
・遠隔授業をサポートする LINE を開設

した。 
 
・オンラインチャットボットについては、

開発を継続中である。 
 
・オンライン窓口については、現状のメー

ルによる相談で十分対応できていると

判断し、特段新たな窓口を設けること

は不要であると判断した。引き続き学

生には、メールで気軽に相談できる旨

周知していく。 

B 

達

成

目

標 

・新規データの収集の仕組み構築

と実施 
・既存学生データ項目に基づく深

層学習の検討 
・オンライン窓口の運用 
・オンラインチャットボットの短

期試験運用 
 

1.1.2.2 教職協働による学生指導 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・教員および事務職員が学生に深くコ

ミットし、教職協働で学生をケアする

体制を開始する。 
・カウンセラーと教職員の連携を強化

し、情報交換を行う。 
・全教職員が、それぞれ保有の学生デー

タを共有し、学生の抱える問題点等を

複合的に把握するシステムを導入す

る。 

・教職員の学生とのかかわり方につい

てコミットメントを設ける方法を

検討する。 
 
・カウンセラーと教職員の連携を強化

し、情報交換を行う。 
 
 
・遠隔指導等で基幹教育センターが把

握した学生の情報を各学科・学生

課・教務課などと共有する。特に、

遠隔授業等に対応できていない学

生の実態把握に注力し情報共有す

る。 
 

 
・遠隔授業で問題のあった学生を中心

に、基幹教育センターでの遠隔･対面

指導を行う。学習困難ある学生の個別

の学習支援策をまとめる。この結果を

各学科・学生課・教務課などと共有す

る。また、ソーシャルワーカーを雇用

・コミットメントの方法についての検討

は進んでいない。           
 
 
・カウンセラーと教職員の連携は、個別ま

たは FD・SD 研修会により実施されて

いる。 
 
・現在、遠隔授業を Moodl で実施したこ

とで学生の様々な学習に関するデータ

を収集できた。特に、遠隔授業に困難を

きたした学生を中心に個別指導を実施

した。現在、初年次生の物理・数学の学

習データの解析中であり、その結果を

全学に公表予定である。 
 
・遠隔授業では Moodle のオープンフォー

ラム機能、基幹センター公式 LINE、

Zoom 等を利用して質問に対応した。後

期からは、予約制で対面での対応も行

った（週２～３名）。学生課や教務課等

を経緯由した学生からの質問にも対応

C 

達

成

目

標 

・各学科の担当職員の配置し、学科

会議等で情報交換を行うなど教

職協働の体制を開始する。 
・カウンセラーと学科長、各学科の

担当職員が定期的に可能な範囲

で情報交換を行う。 
・データ共有・分析のためのシステ

ムを導入する。また，データ収集・

分析を開始する。 
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し学生の支援体制を強化する。 を行った。 
・IR 部門と協働し学生の学習・学修デー

タの収集・解析を実施し，軌道に乗りつ

つある。基幹教育センター運営委員会

等で報告した。 
・指導を求める学生の中には発達障害等

を疑う場合も多く、ICTによる指導が困

難な場合や大学の教員では対応できな

いような事例も多かった。今後コロナ

の状況が許せばソーシャルワーカー等

の雇用を実現し支援体制を強化した

い。 
1.1.2.3 入学前教育による基礎学力の向上 [AP32(05)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・入学前教育の効果を検証するために、

教学ＩＲ部門と協力し、入学者の学習

状況を追跡調査する体制を整え、この

結果を踏まえて入学前教育の在り方

を再検討する。 
・前年度の結果に基づき、演習課題の内

容の充実を図る。 
 

・今年度入学生約 400名中 eラーニン

グによる入学前教育を行った学生

は３／４以下であったことから、遠

隔授業に対応できない学生が相当

数存在することが懸念される。まず

は、学生達が遠隔授業に対応できて

いるか、教務課と連携し実態把握を

めざす。 

・遠隔授業に対応できない学生とその

状況を把握する（各学科・部署）。そ

の情報を各学科・学生課・教務課な

どと共有する。また学習等の支援策

を各部署連携して検討・実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

・今年度入学生に対し実施可能な学力

調査（基礎学力、学習姿勢、リーデ

ィングスキルテスト等）を遠隔で実

施する。 
   

・今年度入学生の学力，学習姿勢調査、

リーディングスキルテスト等を実

施し、分析をおこなう。 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の遠隔授業に対応できなかった

学生の実態把握を行い、その理由、

対応策の成否を分析する。 

 

・遠隔授業での利点・問題点を全学的

に広く議論し、今後の ICT を用いた

授業のあり方を議論する。 

 

・基幹教育センターと各学科の教務委

員等で初年次に必要な学力につい

て、遠隔授業の効果等を議論する。

この議論から e ラーニングによる入

学前教育の有効性を評価する。 

・前期はほぼすべての授業を遠隔で実施

することとなったため、初年次の物理･

数学では基幹教育センターの教員（非

常勤含む）を Moodle に登録し、オープ

ンフォーラム機能を利用し、学生間の

議論、教員への質問に対応した。この方

法で ICT 利用可能な学生に対しては機

能した。しかし、パソコンに不慣れな学

生や学修意欲に欠ける学生の支援には

不十分であった。そのため、携帯電話の

LINE や Zoom 機能を利用した支援も

おこなった。それでも対応できない場

合、アクリルボード導入など感染防止

対策を十分にとったうえで７月より予

約制で対面指導も実施した。基幹セン

ター及び物理･数学の授業担当教員と

は連絡を取りながら指導･支援を実施

したが、試行錯誤の指導体制で、学科や

教務課との連絡は混乱をきたした。 
 
・新入生に対して基礎学力、学習姿勢を遠

隔で実施出来たが、その結果は遠隔な

らではの問題点があった。リーディン

グスキルテストは後期に実施予定であ

る。 
・後期からは、対面授業が可能になったた

め、教務課 各学科の協力のもと330名

（398 名中）の新入生に対しリーディン

グスキルテスト（RST）を実施した（10
～12 月）。 

・RST の結果と各種学生データ（入試区

分、物理基礎学力調査、成績等）との 

比較を入試、教務、ＩＲの各課と協働し 

て実施した。結果を基幹センター運営

委員会等で報告した。 
・遠隔授業に対応出来ない学生の多くは 

ＩＴスキルに問題があることが分かっ

て きた。これに対応できるような HP
や Web システム導入を検討中である。 

・RST の大まかな分析が出来次第、全学 

にむけて結果報告が出来る予定。その  

後、各学科と初年次教育の在り方等に

ついて議論する。 
・入学前教育の方法等について WG にて 

検討を行った。令和 3 年度入学生につ

いては e ラーニングを中止し、ベネッ

セの教材システムを利用した。 
 

B 

達

成

目

標 

・支援が必要な学生を抽出し各学

科で共通な物理及び数学の基礎

学力を入学後に身に付けるよう

に指導する。 
・入学前教育の実施状況と入学後

の学業成績の相関を検証し、入学

前教育の実施方法を改善する。 
・基幹教育センターと各学科の教

務委員が初年次に必要な学力に

ついて議論し演習課題を精選す

る。 
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①．１．３ 奨学金事業の推進 

（方針）教育の機会均等および人材育成の観点から、本学を卒業して社会に貢献できる人物に対して経済的支援を行う。 

1.1.3.1 奨学金制度の見直しによる選択と集中 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・奨学金対象者の学力・課外活動の追跡

調査を行いながら、奨学金制度ごとに

奨学生に期待される目標を設定する。 
 

・各学科に各奨学金制度における受給

者に期待する活動目標について検討

を依頼する。 
 

・奨学金については、見直しが行われた

が、奨学金受給者の活動目標について

は、検討を継続している。 
・スカラシップ選考委員会で検討する内

容のため、所轄を学生課に依頼した。 
 C 

達

成

目

標 

・学生課が奨学金対象者の学力・課

外活動の追跡調査を行い、クラス

担任・学生課が指導を行いながら

目標を検討する。 
・各学科が各奨学金に対する学生

の活動目標・GPA を推奨する。 
 

1.1.3.2 教育の質の保証につながる奨学金の創設 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・専門的人材養成や職業資格につなが

る国家資格・検定試験について各学科

が推奨し、それらの資格取得奨励奨学

金制度を開始する。 
 

・学生厚生委員会にて各学科が推奨す

る各種資格・検定試験をⅠ種（極め

て高度な資格または採用試験現役

合格等難易度の高いもの）、Ⅱ種及

びⅢ種（一般に社会的評価の得られ

るもの）に段階で分けて給付する奨

励奨学金制度を設定することにつ

いて検討する。 
 

・学生厚生委員会において、各学科が推奨

する各種資格・検定試験をⅠ種、Ⅱ種及

びⅢ種に段階で分けることを検討中で

ある。次年度以降も引き続き検討する

こととなった。 
 

C 
達

成

目

標 

・大学が指定した各種資格・検定試

験をⅠ種（極めて高度な資格また

は採用試験現役合格等難易度の

高いもの）、Ⅱ種及びⅢ種（一般

に社会的評価の得られるもの）に

段階で分け、給付する。 
・奨学金の効果を対象者の成績か

ら分析する。 
 

①．１．４ 学生ビッグデータの活用促進 

（方針）ICT を利活用した教育力の可視化および学生の確保を目指す。また、ビッグデータ解析から得られた知見を基に多様な個性

に応じた「One to One コミュニケーション」による教育支援および広報を行う。 

1.1.4.1 データマネジメントの検討 [AP32(01)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・データマネジメントの第二段階とし

て、データの蓄積をはかり、データベ

ースを使った高速で信頼性の高いデ

ータ活用環境に拡充する。 
・学生データだけではなく、教育・研究

データのデータベース化・一元化を視

野に入れた環境構築を行う。 
 

・新型コロナウイルス感染防止のため

に前期授業が遠隔授業で実施され、

膨大な数の学生学習記録等のデー

タが蓄積される。遠隔授業の実態を

調査するとともに得られたデータ

の分析・検討を早急に開始する。特

に、遠隔授業に対応できない学生と

その状況をデータベース化する。ま

た、データを有効利用する道筋を示

す。 
・前期の遠隔授業により得られた膨大

な学生データを解析し始める。ま

ず、昨年度までの対面授業と今年度

の遠隔授業実施による学生達への

影響を分析・調査する。 

・Moodle の利用によって，学生達の学習

に関する膨大なデータが蓄積された． 
・IR と協働し，昨年度までのデータと比

較した。Moodle で収集したデータの信

憑性に問題があることが分ってきた．

今後の詳しい分析が必要である。 
 
 
 
 
・エンロールメント・マネジメントの構想

や入学前教育のデータや入試結果を初

年次教育に連動する仕組みを検討する

WG を立ち上げた。また、これらの着眼

点を発展させてデジタルを活用した大

学・高専教育高度化プラン申請を行っ

た。 
・IR 部門と協働し，各種学生の教育デー

タと RST の結果を比較した。学生の学

習能力や授業の効果を IR で一元化する

ことで，個人情報と切り離して分析可能

になった。 
 

C 

達

成

目

標 

・既存データのデジタル化と一元

化を進め、90%完了を目標とす

る。 
・全学生データのデータウェアハ

ウス化と一元化による活用環境

を整備する。 
・データ可視化解析技術（BI, ビジ

ネスインテリジェンス）を用いた

データ活用と統計初歩教育を

FD・SD 双方向教育として 1 回

以上おこなう。 
・「Ｏｎｅ ｔｏ Ｏｎｅコミュニ

ケーション」による教育支援と広

報活動をおこなう。 
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１．２ 教育内容の充実 
①．２．１ 教育課程及び教授方法 
（方針）「工学系教育改革制度設計等に関する懇談会取りまとめ」（平成 30 年 3 月）にて示された「学部段階における工学基礎教

育の強化」の方向性を踏まえ、今後必要とされる工学基礎教育の内容について情報収集を行い、カリキュラムの検討を進める。教

育（学修）の質保証に取り組む中で、カリキュラム・ポリシーの妥当性や、ディプロマ・ポリシーとの一貫性を検証し、PDCA サ

イクルを通して、教育課程や教授方法の改善を進める。 

1.2.1.1 カリキュラム・ポリシーの策定と周知 (基準３―２―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・CPとDPの一貫性の検証等に基づく、

CP の修正・変更の必要性について検

討する。 
 

・CP と DP の一貫性の検証を行い、

必要性に応じカリキュラムの変更・

修正について検討する。 

・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-1① 教育目的を

踏まえたディプロマ・ポリシーの策定

と周知、基準 3-1② ディプロマ・ポリシ

ーを踏まえた単位認定基準、進級基準、

卒業認定基準、修了認定基準等の策定

と周知、基準 3-2① カリキュラム・ポリ

シーの策定と周知、基準 3-2②カリキュ

ラム・ポリシーとディプロマ・ポリシー

との一貫性、基準 3-2③カリキュラム・

ポリシーに沿った教育課程の体系的編

成等に関して、基準項目 3-1 及び 3-2 を

満たしている、との評価を受けた。 
 

A 
達

成

目

標 

・CP のより効果的な周知方法につ

いて検討し、必要な改善を行う。 
・前年検討したエビデンスに基づ

く検証を通して CP の修正・変更

が必要となった場合、その立案と

ともに、それに伴うカリキュラム

の変更・修正について検討する。 
 

1.2.1.2 カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 (基準３―２―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・教育改革推進委員会を起点とした、各

種アセスメント等のエビデンスに基

づく PDCA サイクルを通して、CP と

DP との一貫性について検証する。 
・１年次から 4 年次までの学修行動調

査、卒業研究の成果等に基づき発行し

たディプロマ・サプリメント（成績補

助証明書）や学修成果の集大成として

の卒業研究のルーブリック評価等に

よって 2 つのポリシーの一貫性を検

証する。 
 

・学修成果到達度（ルーブリック）調

査、各学科で試行した卒業研究のル

ーブリック調査の分析結果を検証

する。 
 
 
 
 

  
 
・学修成果到達度（ルーブリック）調

査、各学科で試行した卒業研究のル

ーブリック調査の分析結果から CP
と DP の一貫性を検証し、課題を抽

出する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・中教審が示した教学マネジメント指

針に照らして、３つのポリシーに関

して前年後期に整理したチェック

ポイントに基づき，現状の課題を把

握する。 

・Moodle にて 1 年生を対象とした学習成

果到達度（ルーブリック）調査を実施し

た。また、卒業研究ルーブリックに関し

ても IRにて入学時のプレースメントテ

ストやその後のGPAなどとの関連から

分析を行った。 
・ディプロマ・サプリメント（成績補助証

明書）の発行に向けたシステムの整備

を行った。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-1① 教育目的を

踏まえたディプロマ・ポリシーの策定

と周知、基準 3-1② ディプロマ・ポリシ

ーを踏まえた単位認定基準、進級基準、

卒業認定基準、修了認定基準等の策定

と周知、基準 3-2① カリキュラム・ポリ

シーの策定と周知、基準 3-2②カリキュ

ラム・ポリシーとディプロマ・ポリシー

との一貫性、基準 3-2③カリキュラム・

ポリシーに沿った教育課程の体系的編

成等に関して、基準項目 3-1 及び 3-2 を

満たしている、との評価を受けた。 
 
・教学マネジメント指針に照らした課題

把握は、認証評価における指摘事項へ

の対応と合わせ、次年度以降の継続課

題としたい。 
 

B 

達

成

目

標 

・教育改革推進委員会を起点とし

た、各種アセスメント等のエビデ

ンスに基づく PDCA サイクルを

通して、CP と DP との一貫性に

ついて検証し、その改善を図る。 
・その検証に必要なアセスメント

を整備する。 
 

1.2.1.3 カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 (基準３―２―③) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・教育改革推進委員会を起点とした、各

種アセスメント等のエビデンスに基

づく PDCA サイクルを通して、教育

課程の体系が、CP と整合したものと

なっているか検証する。 

・次年度に向けて新たにシラバスの記

載内容に含む必要のある事項につ

いて調査する。 
   

 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

りシラバス等の変更を行う必要が生

じ、文科省の通知等を踏まえながら、適

切にシラバス修正の措置をとった。 
 

A 
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・引き続き新型コロナウイルス感染症

の影響を見極めながら感染防止に

努めるとともに、前期に実施した各

種アンケート結果を踏まえ、適切に

カリキュラムの運営を行う。 
 

 
・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、遠隔授業の実施などの対応を迫ら

れたが、文科省の通知等を踏まえ関係

する法令を遵守するとともに、各種ア

ンケート結果から一定の学修成果を担

保することができたと考える。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-1① 教育目的を

踏まえたディプロマ・ポリシーの策定

と周知、基準 3-1② ディプロマ・ポリシ

ーを踏まえた単位認定基準、進級基準、

卒業認定基準、修了認定基準等の策定

と周知、基準 3-2① カリキュラム・ポリ

シーの策定と周知、基準 3-2②カリキュ

ラム・ポリシーとディプロマ・ポリシー

との一貫性、基準 3-2③カリキュラム・

ポリシーに沿った教育課程の体系的編

成等に関して、基準項目 3-1 及び 3-2 を

満たしている、との評価を受けた。 
 
・各種分析結果について、１月以降 IR 推

進センターより報告いただき、教育改

革推進委員会にて検証予定であった

が、教育改革推進委員会が延期となっ

ため、次年度初頭での検証を予定して

いる。 

達

成

目

標 

・検証の結果、その必要に応じて、

CP に沿った教育課程の体系と

なるよう修正・変更を行う。 
 

1.2.1.4 教養教育の実施（共通教育科） (基準３―２―④) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・2019 年度に定めた指針に基づき、具

体的な授業科目の新設・改変について

検討する。 
・大学院においては，研究者や技術者に

必要な倫理観を養うために、「電子情

報システム工学特別実験演習」を開講

する。 
 

・AI リテラシーレベル、応用基礎レベ

ルの教育に関して、コース認定制度

への申請を視野に情報収集を行う。 
 
 
 
 
・大学院において、研究者や技術者に

必要な倫理観を養うために、

eAPRINの提供する eラーニングを

教員及び大学院生にも実施するこ

とで対応する。 
 
・計画に記載の「電子情報システム工

学特別実験演習」については、すで

に電子情報システム工学専攻の科

目として開講されており、倫理教育

に関する講義を 3専攻で開講するの

であれば、別の名称が望ましい。 
 
 
 
・共通教育科目「AI 概論」を開講する。

応用基礎レベルの教育に当たる「AI
活用演習」の開講に向けた準備とコ

ース認定制度への申請に向けた情

報収集・準備を進める。 
 
・大学院において、研究者や技術者に

必要な倫理観を養うために、

eAPRINの提供する eラーニングを

教員及び大学院生にも実施したこ

とを確認する。 

・AI 応用研究所を中心に本学の AI・デー

タサイエンス教育の在り方について検

討し、コース認定制度への申請に向け

ても外部講師から情報提供を受け準備

を進めている。また、数理データサイエ

ンスコンソーシアム九州・沖縄ブロッ

クに連携校として加盟した。 
・eAPRIN による大学教員の倫理に関す

る e ラーニングを実施した。大学院生

への倫理教育については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、後期に

実施した。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-2-④教養教育の実

施に関して、「教養教育については、 工
学専門分野の基礎知識と一般教養教育

を目的とした 5 系統の共通教育科目 
が 入学初年次から 4 年次までバランス

良く配置されており、基準項目 3-2 を満

たしている、との評価を受けた。 
 
・「AI 概論」は開講済み。次年度の AI 基
礎教育のさらなる充実へ向けて、非常

勤講師の採用や SA 等の育成を計画し

ている。また、コース認定制度申請に向

けた調査・準備も現在進めている。 
 
・大学院において、研究者や技術者に必要

な倫理観を養うために、eAPRIN の提

供する e ラーニングを教員及び大学院

生にも実施したことを確認した。 
 

A 

達

成

目

標 

・2019 年に定めた指針に基づき、

必要に応じ（また早期に導入可能

な科目について）、2021 年度入学

者のカリキュラムでの授業科目

の新設・改変を行う。 
・大学院においては、新規科目の決

定とその担当教員の確保、「電子

情報システム工学特別実験演習」

の開講を検討する。さらに英語に

よる授業の拡充についても検討

する。 
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・後期の授業評価アンケートの結果を

踏まえ、大学院のグローバル化教育

の進捗状況を検証するとともに、新

規科目の決定と担当教員の確保に

ついて検討する。 

 
・後期に授業評価アンケートを実施し、 

アンケート結果を科目担当教員にフィ

ードバックして授業内容の検証を行っ

た。 なお、大学院のグローバル化教育

については次年度検討を行う。 
 

1.2.1.5 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 (基準３―２―⑤) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・ティーチングポートフォリオの活用

については前年度に引き続き行う。 
・前年度検討したアクティブ・ラーニン

グの推進のために必要な施策を実行

する。 
・前年度検討した必携 PC を活用した教

授方法や主体的学習支援の推進のた

めの必要な施策を実行する。 
・2019 年に続き学部、大学院の両者で

FD 活動や授業評価アンケートを実施

し、その検証を通して、教授方法の工

夫・開発と効果的な実施を促進する。 
 

・FD 研修会「教育の質保証：厳格な

成績評価と成績の平準化における

課題」（仮）を実施する． 
 
・遠隔授業の実施に伴い e-ラーニング 

の活用方法を更に検証する。 
 
 
 
 
・新任教員のティーチングポートフォ

リオ作成支援のための FD 研修会を

実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・2 年の更新時期にあたる教員へ、テ

ィーチングポートフォリオ内容更

新を求める。 
 
・後期授業評価アンケートを 11 月～1
月に実施する。2 月以降授業評価アン

ケートのフィードバックを行い、FD
研修会にて内容を検討する。 

・FD 研修会「GPA の活用と成績評価基

準の平準化について」を実施した。 
 
 
・遠隔授業に関する学生アンケート調査

を実施し、集計結果を FD 研修会にて発

表した。また、FD 研修会において ICT
を活用した教育実践報告を行い、情報

共有を図った。 
 

・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-2⑤ 教授方法の

工夫・開発と効果的な実施に関して、デ

ィプロマ・ポリシーと一貫したカキュ

ラム・ポリシーを形成する上で、演習や

実験科目における教育方針としてアク

ティブ・ラーニング などを取入れ、実

施内容について FD 研修を行うなど、 
組織的に取組んでいる点は優れた点と

して評価でき、基準項目 3-2 を満たして

いる、との評価を受けた。 
 
・ティーチングポートフォリオについて

は、予定通り FD 研修会を実施見込み。

更新についても依頼済みである。 
  
・後期に全教員(大学院含)授業評価アンケ

ートを実施し、2 月以降授業評価アン  

ケートのフィードバックを行った。 

A 

達

成

目

標 

・ティーチングポートフォリオを

活用した「教育改善の努力・工

夫」 
・アクティブ・ラーニング推進施

策の実行 
・必携 PC 活用推進施策の実行 
・e ラーニングにより、授業の振

り返り、授業時間外学修を誘導

する。 
・学生間の学び合いを誘導する教

授方法として授業に導入。（例，

e ラーニングによるピュアレビ

ュー，ディベート，議論等） 
 

1.2.1.6 看板となる全学共通科目の開発 [AP32(06)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実施に伴う学修成果を検証

する。また、以下の３点について検討

する。 
・「必修・選択の取り扱い」 
・「地域の課題の取り扱い」 
・「前年度受講した学生の SA 
としての参加」 
 

・「AI 概論」の開講に向けた具体的な

準備を進める。 
  

 
 
・共通教育科目「AI 概論」の開講。 
 
 
 
 
 
・「地域の現状と課題」の成果と課題の

点検。 
 

・AI 応用研究所を中心に「AI 概論」の開

講に向けて外部 e ラーニング教材など

を活用した SA の教育・研修の実施など

など具体的な準備を進めた。 
 

・「AI 概論」は開講済み。次年度の AI 基
礎教育のさらなる充実へ向けて、非常

勤講師の採用や SA 等の育成を計画し

ている。また、コース認定制度申請に向

けた調査・準備も現在進めている。 
 
・「地域の現状と課題」の成果と課題を教

務委員会、共通教育運営委員会等で検

討した結果、2021 年度、2022 年度入学

生のカリキュラムからは一旦削除し、

2023 年度までに内容を再検討すること

としている。 
 

A 

達

成

目

標 

・検証結果を踏まえ、必要に応じ

て修正・変更を行う。 
 

1.2.1.7 カリキュラムの抜本的見直しと構造化 [AP32(04)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
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・前年に策定した原案を元にナンバリ

ングを実施する。 
・コアカリキュラムに沿った授業科目

（特に必修となる科目）の設置に応じ

た、科目担当者の専任・兼任教員での

採用についても検討する。 
・担当職員がカリキュラム編成のため

の専門的知識を深める学内での取り

組み、外部研修の受講等を行う。 
 

・前年度の検証結果では、本学学生に

は不必要との結果であったことよ

り、本年度は他大学の状況について

の調査を継続して実施する。 
 
・本年度もカリキュラム設計担当者養

成研修会（初級編）に教務会員が参

加する。 
 

 
 
・他大学の状況についての調査を継続

して実施し、検証を行う。 
 
 
・カリキュラム編成のための専門的知 

識の深化については、カリキュラム 

設計担当者養成研修会（初級編・実

践編）に 教務課員が参加し、課内

に情報共有する。 
 

・授業科目のナンバリングについて、近隣

の工学部の状況を後期に確認する。 
 
 
 
・カリキュラム設計担当者養成研修会（初

級編）参加に至らず。後期に実施する予

定である。 
 
 

 
・他大学の状況についての調査が実施出

来なかったので次年度に持ち越して実

施し、検証を行う。 
 
・カリキュラム設計担当者養成研修会へ

の参加に至らなかった。 

D 

達

成

目

標 

・ナンバリングの策定を行う。 
・新規設置科目の科目担当者につ

いての検討をする。 
・担当職員のカリキュラム編成の

ための専門的知識の深化を図

る。 

1.2.1.8 ブランディング強化・情報発信(教育)  [AP32(19)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年立案された情報発信の方策を実

施し、その効果を検証の方策を合わせ

て検討する。 
 

・共通教育科目「AI 概論」「AI 活用演

習」を開講し、コース認定制度への

申請へ向けた準備を進める。 
 
 
 
 
 
・共通教育総合教育「地域連携Ⅰ・Ⅱ」

の開講。 
   

 
 
 
 
・共通教育科目「AI 概論」を開講する。 
 
 
 
 
 
・「地域の現状と課題」の成果と課題の

点検を行うとともに、本年度よりあ

たらに設けられた「地域連携Ⅰ・Ⅱ」

と連携しながら、地域の課題解決と

教育との融合を図る。 

・AI 応用研究所を中心に本学の AI・デー

タサイエンス教育の在り方について検

討し、コース認定制度への申請に向け

ても外部講師から情報提供を受け準備

を進めている。また、数理データサイエ

ンスコンソーシアム九州・沖縄ブロッ

クに連携校として加盟した。 
 
・社会人と学生が共に学ぶ公開セミナー

として「地域連携 I」を実施した。また、

AIを地域課題の解決に応用してくPBL
を「地域連携Ⅰ・Ⅱ」で行うための準備

として外部 e ラーニング教材の一部学

生への提供を計画した。 
 
・「AI 概論」を開講した。次年度の AI 基
礎教育のさらなる充実へ向けて、非常

勤講師の採用や SA 等の育成を計画し

ている。また、コース認定制度申請に向

けた調査・準備も現在進めている。 
 
・「地域の現状と課題」の成果と課題を教

務委員会、共通教育運営委員会等で検

討した結果、2021 年度、2022 年度入学

生のカリキュラムからは一旦削除し、

2023 年度までに「地域連携」との関係

も含め内容を再検討することとしてい

る。 

A 
達

成

目

標 

・情報発信の効果を検証する方法・

指標（アセスメント等）を開発す

る。 

①．２．２  学部教育組織の再編・大学院教育組織の再編の本格的検討 
（方針）「大学における工業系教育の在り方について」等により示された方向性について、今後、本学の学部・大学院教育について

検討を行う。 

1.2.2.1 学士プログラムの抜本的見直しと検討 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・２．学部段階における工学基礎教育の

強化（最低限の基準設定）に基づき、

必要な科目の新設・変更を 2021 年度

新入生より実施できるようカリキュ

ラム変更を検討する。 
・１・３については、「学士・修士の６年

・小規模大学においては複数学科をま

とめて学部全体で学生募集を行う

ことが必ずしもプラスに働くとは

限らないとの指摘もあり、また他大

学の状況や本学の現状から、例えば

金沢工業大学のサブメジャー制度

・金沢工業大学の事例以外、小規模大学で

の取り組みに関する情報が不足してい

る状況にある。引き続き、情報収集に努

め、本学の方針を検討したい。 
 

 

D 
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一貫教育の検討 [AP32(22)]」での進

展状況や前年度検討した結果を踏ま

え、必要に応じて措置を講じる。 
 

のような学科間を横断する教育課

程やカリキュラムの本学での実施

可能性について情報収集を行う。 
  

・前期の検討を踏まえ、本学での学科

横断教育プログラムの可能性を検

討する。 
 

 
 
 
 
・検討未実施。翌年度以降の継続課題とし

たい。 達

成

目

標 

・必要に応じ、2021 年度入学生の

授業科目の新設・変更を行う。 
 

1.2.2.2 大学院プログラムの抜本的見直し [AP32(07)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・社会ニーズ及び収容定員充足の観点

から大学院プログラムを魅力ある教

育内容として見直すとともに、1 専攻

化についてモデルカリキュラムを検

討する。 
 

・前年度の検討の結果、修士課程の設

置基準をクリアするための大学院

指導教員（M 丸合）の審査委員会を

実施する。 
   

 
 
・審査委員会での結果を踏まえ、本学

大学院の修士課程の設置基準をク

リアしているかを確認し、万が一、

不具合があった場合にはその対応

を運営委員会にて検討する。 
 

・大学院における修士研究指導教員（M 丸

合）、修士研究指導補助教員（M 合）、講

義担当教員（M 可）の審査のための大

学院担当教員申請書を配布し、大学院

関連の教員に提出いただいき、審査委

員会を後期に実施した。 
 
・審査委員会の結果を 10 月の運営委員会

および研究科委員会にて報告した。そ

れにともない専攻の設置基準を満たす

べく、新規指導教員に対する審査委員

会の実施をおこない、大学院の設置基

準をクリアした。 

A 
達

成

目

標 

・定員を確保する。 
・1 専攻にした場合のモデルカリ

キュラムを検討する。 
・各専攻で M 丸合教員の資格を満

たすよう働きかけを行う。 
 

1.2.2.3 学士・修士の６年一貫教育の検討 [AP32(22)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・各学科に 6年一貫教育を前提とした先

端コースのための教育プログラムに

ついて、各学科、各専攻の置かれてい

る状況を勘案しながら検討し、可能な

ものについては実行に移す。 
 

・6 年一貫教育のモデルケースを探

す。 
   

 
 
 
 
 
 
・6 年一貫教育のモデルケースを基

に、教育プログラムの検討を教育改

革推進委員会に依頼する。 
 

・6年一貫教育の例として東京理科大学が

ある。また、文科省の有識者会議では「工

学・情報大学院」（仮称）の創設を提言し

ている。しかし、柔軟なカリキュラムを

実現するためには教員をさらに増やす

必要があり、安定した経営基盤の元に検

討が必要で、現時点での実現は難しいと

判断した。 
 

・6 年一貫教育については、現時点での実

現は難しい。安定した学生確保、近隣地

域におけるニーズ調査の上での検討が

必要であるため、第 2 次実施計画では見

送りと判断する。 
 

D 
達

成

目

標 

・6 年一貫教育を前提とした先端

コースのための教育プログラム

検討 
 

1.2.2.4 博士課程の設置についての検討 [AP32(07)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・博士課程設置を見据え、大学院教員資

格基準の目安を周知徹底し、教員評価

を実施する。 
・D丸合および候補教員によるカリキュ

ラム検討を開始する。 
 

・前年度の検討の結果、修士課程の設

置基準をクリアするための大学院

指導教員（M 丸合）の審査委員会を

実施する。 
   

 
 
・審査委員会での結果を踏まえ、本学

大学院の修士課程の設置基準をク

リアしているかを確認し、万が一、

不具合があった場合にはその対応

を運営委員会にて検討する。 
 
・D 丸合候補教員について、上記の審

査委員会にて、リストアップし、今

後の博士課程設置の参考とする。 

・大学院における修士研究指導教員（M 丸

合）、修士研究指導補助教員（M 合）、講

義担当教員（M 可）の審査のための大

学院担当教員申請書を配布し、大学院

関連の教員に提出いただいた。審査委

員会は後期に実施した。 
 

・審査委員会の結果を 10 月の運営委員会

および研究科委員会にて報告した。そ

れにともない専攻の設置基準を満たす

べく、新規指導教員に対する審査委員

会の実施をおこない、大学院設置基準

をクリアした。 
・D 丸合教員に関して、今後の大学院の未

来像・あり方を踏まえてから検討を行

う。 
 

A 

達

成

目

標 

・大学院も担当する新規教員採用

は、原則 D 丸合教員とする。 
・各専攻の教員が D 丸合資格を満

たすよう働きかけを行う。 
・博士課程カリキュラム検討 WG 
を設置する。 
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１．３ 教育の質保証 
①．３．１ 学修成果の点検・評価 
（方針）アセスメント・ポリシーに基づき教育内容の組織的な改善を進めるにあたり必要な学修成果の把握に努める。また、その分

析を通して教育内容・方法及び学習指導の課題を検証していく。検証結果を適切な形でフィードバックし、改善へとつなげていく

組織的な枠組みを整備する。  

1.3.1.1 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 (基準３―３―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・教育改革推進委員会が全学のアンケ

ートの内容を統轄することで、学修成

果の点検・評価方法を確立し、継続的

な改善につなげる。 
・アンケート結果を教職員・学生へフィ

ードバックし、学生との対話を通し

て、退学者の防止、学生満足度の向上、

学修の質の向上を図る。 
 

・教学マネジメントの指針、アセスメ

ント・ポリシーに基づき、学修成果

の点検・評価に取り組む。 

・中教審大学分科会が示した「教学マネジ

メント指針」に基づき、FD の高度化等

に対応するため、「久留米工業大学にお

ける FD の実施方針・計画について」を

策定した。 
・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り遠隔授業を実施したが、その質や学

修成果に関して、アンケートを実施し、

分析した。その結果から、一定の学修の

質を担保できたと考える。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-3①三つのポリシ

ーを踏まえた学修成果の点検・評価方

法の確立とその運用、及び基準 3-3②教

育内容・方法及び学修指導等の改善へ

向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバックに関して、学修成果の

点検・評価について、各部署で実施した

アンケートを IR 推進センターで分析

し、その結果を教職員共有サイト「きっ

と見る」において公表して教育研究活

動の改善につなげている点は優れた点

として高く評価できるとされ、基準項

目 3-3 を満たしているとの評価を受け

た。 
 
・各種分析結果について、１月以降 IR 推

進センターより報告いただき、教育改

革推進委員会にて検証予定であった

が、教育改革推進委員会が延期となっ

ため次年度初頭での検証を予定してい

る。 
 
・教学マネジメント指針に照らした課題

把握は、認証評価における指摘事項へ

の対応と合わせ、次年度以降の継続課

題としたい。 

A 

達

成

目

標 

・学修成果の点検・評価方法の確立

と継続的な改善を図る。 
・アンケート結果の教職員・学生へ

のフィードバックを行う。 
・学生との対話を通した、退学者の

防止、学生満足度の向上、学修の

質の向上を図る。 
 

1.3.1.2 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィードバック (基準３―３―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に引き続き、PDCA サイクルを

通して、点検・評価結果に基づく「教

育内容等の改善のための組織的な研

修」を実施する。 
 

・前年度の自己点検評価の結果や IR
を中心に前年度に実施した各種ア

セスメントの結果分析を進め、それ

を踏まえた改善方法を検討する。 

・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-3①三つのポリシ

ーを踏まえた学修成果の点検・評価方

法の確立とその運用、及び基準 3-3②教

育内容・方法及び学修指導等の改善へ

向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバックに関して、学修成果の

点検・評価について、各部署で実施した

アンケートを IR 推進センターで分析

し、その結果を教職員共有サイト「きっ

と見る」において公表して教育研究活

動の改善につなげている点は優れた点

として高く評価できるとされ、基準項

目 3-3 を満たしているとの評価を受け

た。 

A 
達

成

目

標 

・アセスメントにより得られたエ

ビデンスの点検・評価に基づく

「教育内容等の改善のための組

織的な研修」を実施することで、

教育内容・方法および学修指導等

の改善を行う。 
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・各種分析結果について、１月以降 IR 推

進センターより報告いただき、教育改

革推進委員会にて検証予定であった

が、教育改革推進委員会が延期となっ

ため次年度初頭での検証を予定してい

る。 
①．３．２ 単位認定、卒業認定、修了認定 
（方針）下記の取り組み等を通して、適切な単位認定、卒業認定、修了認定のさらなる厳正な運用を図る。 

・教育（学修）の質保証への取り組みを通して、ディプロマ・ポリシーに掲げる学修成果が保証されているかを検証する方法を確

立する。 
・ルーブリックを活用した卒業研究の評価や、その結果をディプロマサプリメントへ反映させる等の活用を検討していく。 
・GPA の活用方法について、調査、検討を進めていく。 

1.3.2.1 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 (基準３―１―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に引き続き、ディプロマ・ポリ

シーの周知方法・妥当性の検証を行

う。 
 

・ディプロマ・ポリシーの妥当性の検

証を行い、必要であれば改善方法を

検討する。 
 

・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-1① 教育目的を

踏まえたディプロマ・ポリシーの策定

と周知、基準 3-1② ディプロマ・ポリ

シーを踏まえた単位認定基準、進級基

準、卒業認定基準、修了認定基準等の策

定と周知、基準 3-1③単位認定基準、進

級基準、卒業認定基準、修了認定基準等

の厳正な適用、に関して、基準項目 3-1
を満たしている、との評価を受けた。 

 

A 
達

成

目

標 

・現状の周知度・妥当性を検証し、

効果的な改善方法を検討する。 
 

1.3.2.2 ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の策定と周知 (基準３―１―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に引き続き IR 情報等で検証す

る。 
・DP 周知後についての点検・評価につ

いて検証する。 
 

・教学マネジメント点検・評価項目チ

ェックシートについて検証し、整

備・確立する。 

・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-1① 教育目的を

踏まえたディプロマ・ポリシーの策定

と周知、基準 3-1② ディプロマ・ポリ

シーを踏まえた単位認定基準、進級基

準、卒業認定基準、修了認定基準等の策

定と周知、基準 3-1③単位認定基準、進

級基準、卒業認定基準、修了認定基準等

の厳正な適用、に関して、基準項目 3-1
を満たしている、との評価を受けた。 
 

・教学マネジメント点検・評価項目チェッ

クシートについて検証まで至らず、次

年度検討していく。 
 

B 
達

成

目

標 

・現行の DP や CP の繋がりを検

証・評価を行い、必要であれば改

善する。 
 

1.3.2.3 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 (基準３―１―③) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に引き続き厳正な成績評価・卒

業認定を行っているか検討し、必要で

あれば修正する。 
 

・卒業認定、修了認定について厳正 

な成績評価、卒業認定を行ってい 

るか検証し、必要に応じて修正す 

る。 
  
 
・昨年度に引き続きルーブリック評  

価を用いて DP で求められている知 

識・能力の評価を行い、学修成果の 

可視化に努める。 
 

・前期試験結果を踏まえ、卒業要件、進級

要件を満たした学生に対して前期卒業

者及び、前期 3 年次進級者を学科長会、

教授会で審議され学長が認定してお

り、厳正な成績評価・卒業認定が行われ

ている。 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 3-1① 教育目的を

踏まえたディプロマ・ポリシーの策定

と周知、基準 3-1② ディプロマ・ポリ

シーを踏まえた単位認定基準、進級基

準、卒業認定基準、修了認定基準等の策

定と周知、基準 3-1③単位認定基準、進

級基準、卒業認定基準、修了認定基準等

の厳正な適用、に関して、基準項目 3-1

A 
達

成

目

標 

・教育の質保証に取り組む中で、各

基準の厳正な適応を確認し、改善

に努める。 
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を満たしている、との評価を受けた。 

・４年次の学修到達度ルーブリック評価

については集計済み。 

・期末試験結果を踏まえ、卒業要件、進級

要件を満たした学生に対して卒業者及

び、3 年次進級者を教授会で審議され学

長が認定しており、厳正な成績評価・卒

業認定が行われている。GPA を用いた

卒業者及び、3 年次進級者の認定につい

ては今後検討する。 

１．４ 教員の教育力の強化 

①．４．１ 教員の配置・職能開発等 
（方針）学士課程では教育上の指導能力の評価、大学院課程では教育研究上の指導能力の評価が望まれる。教員が適切な能力を有し

ていることを確認するための点検・評価、確認をする体制と手続き、その能力開発の取り組みのため適切な FD 開催とともに、改

善へとつなげていくようにする人材育成が重要。 

1.4.1.1 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 [AP32(17、28)]  (基準４―２―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年の検証を踏まえ、必要な措置を講

じる 
・TP 活用に関する前年度の状況を検証

し、必要に応じ改善の措置をとる。 
・継続して個人面談を実施、教員評価・

年報等のデータの分析を行い、面談の

効果を検証する。 
 

・ティーチングポートフォリオ 

（TP）の活用状況を踏まえ、必要に

応じ FD 研修会で改善措置を検証す

る。 
 
・教員評価・年報等のデータ分析を行

い、分析結果を公表する。 

・TP の活用状況に問題ないとことを確認

した。 
 
 
 
・IR 推進センターと協働で教員評価・年

報等のデータ分析し、分析結果を公表

した。 
B 

達

成

目

標 

・教員評価・年報等のデータ分析を

公表する。 
 
 
 

1.4.1.2 ＦＤをはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効果的な実施 [AP32(12)]  (基準４―２―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に続き教育理念の共有や見直

しに生かす仕組みづくりと運用が確

立しているか検証し必要であれば改

善する。 
・大学教育への転換（学生の「学び方改

革」、教員の｢教え方改革｣等）をバック

アップする FD・SD 研修会を行う。 
・学生の能力を引き出すような教育プ

ログラム等を FD 研修会で紹介する。 
 

・FD 研修会「教育の質保証：厳格な

成績評価と成績の平準化における

課題」（仮）を実施する． 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・アセスメントの結果等のエビデンス

に基づく FD のあり方について検討

し、次年度の FD 活動の改善策につ

いて検討する。 
 

・FD 研修会「GPA の活用と成績評価基

準の平準化について」を実施した。 
・中教審大学分科会が示した「教学マネジ

メント指針」に基づき、FD の高度化等

に対応するため、「久留米工業大学にお

ける FD の実施方針・計画について」を

策定した。 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 4-2②FD(Faculty 
Development) をはじめとする教育内

容・方法等の改善の工夫・開発と効果的

な実施に関して、FD 委員会の下部組織 
である「学生・教職員教育改善部会」で

は学生が構成員となっており、授業改

善に関する内容について意見・要望等

の調査を行うなど、教育改善に向けて

の FD 活動に積極的に取組んでいる点

は優れた点として評価され、基準項目

4-2 を満たしている、との評価を受け

た。 
 
・次年度 FD 研修の内容に関して、「久留

米工業大学における FD の実施方針・計

画について」を踏まえて作成した。 

A 

達

成

目

標 

・学修意欲の回復、学習から学修へ

の転換などの｢学び方改革｣を実   
現する教育プログラム等とその

成果を FD 研修会で紹介する。 
・このような取り組みをしている

教員を表彰する。 
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１．５ 学生支援の充実 
①．５．１ 学修支援 
（方針）基幹教育センターを中心に全学的に、リメディアル教育の充実に取り組むことで、多様な学修履歴を持つ学生全てが、大学

での専門的な学修へ円滑に移行できるように促す。 
 TA や WS を積極的に活用することで、アクティブ・ラーニングやピアラーニング、ｅラーニングなど新しい学修方法の推進を図

る。 

1.5.1.1 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制及びコース横断的な学生修学支援の整備 (基準２―２―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・学生情報のビックデータの収集・管理

体制を確立し，データを各事務部門と

各教員が共有化できるようにするた

め，導入したデータ管理システムの運

用支援人員を外部委託する。  
・基幹教育センターの教員と職員を含

めた支援体制の強化を推進するため、

各学科より初年次教育に携わってい

る教員を集めて専門教育との幅広い

学科横断的な初年次教育と専門教育

にまたがる連携体制を作り、幅広い学

修支援を行っていく。 
 

・基幹教育センター，教務，IR，情報

センターが共同し、学習履歴データ

の収集・調査を行う。これにより遠

隔授業での学修状況・実態を明らか

にする。また、収集できたデータを

精査し、遠隔授業での問題点を明確

にしながら、学習・学修支援策を示

す。 
・取得データの分析を開始し、遠隔授

業の課題、問題点、実態を明らかに

する。特に、遠隔授業に対応できな

い学生の状況を分析、遠隔授業での

学生支援のあり方を調査・検討す

る。 
 
 
 
 
・ソーシャルワーカーを雇用し、遠隔

授業に対応できなかった学生を中

心に、困難を抱える学生の支援体制

を確立する。（21 年度へ） 
・基幹教育センターが鍵となって入学

から就職・卒業まで学生を支援する

体制を設計する。（21 年度へ） 

・現在、基幹教育センターと IR が共同し、

学習履歴データの収集・調査・分析を行

っている。これにより、本学学生の特性

を明らかに出来る。また、今後の学生指

導のあり方を全学に示すことができる

ようになってきた。 
 

 
・学生と学科を繋ぐ教育研究コーディネ

ーターを PC サポートセンターに配置

するように対応し、次年度からの配置

が決定した。 
・IR 部門と協働し、各種学生の教育デー

タと RST の結果を比較した。学生の学

習能力や授業の効果を IRで一元化する

ことで、個人情報と切り離して分析可

能になった。 
 
・新入生の国語力やコミュニケーション

能力を測定するリーディングスキルテ

ストを８割強の１年生に対し実施し

た。 
・RST の結果も含めた学習に関する学生

データを評価し、学習困難を抱える学

生を洗い出している。その結果を各学

科へ通知する準備中である。 
 

B 

達

成

目

標 

・データ管理システムを運用し、デ

ータの分析を開始する。その結果

から、データ収集、システム等の

見直しを行う。 
・センターと各学科が協力し全学

的な学科横断型の学修支援体制

を構築する。多様な学修履歴を

持つ学生や幅広い学生（2～4 年

が来訪することもある）の支援

を行いたい。 

1.5.1.2 ＴＡ等の活用をはじめとする学修支援の充実 (基準２―２―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の制度の確立を目指す。 

(人数や学力のレベルアップを図る) 
・TA，SA を務める学生が成長するよう

な任用の研修等を実施する。  
・基幹教育センターには語学の質問に

来る学生もいるため TA として留学生

を配置する。学内のアルバイトは留学

生の制限（28 時間/週）にかからない

ので双方にメリットがある。また試験

期間などスタッフは多忙を極めるこ

とが多いためその補助もしてもらう。 
 

・新型コロナウイルス感染症の状況に

よるが、可能であれば TA・SA を対

象とした研修会を実施する。 
 

 
 
・2 月以降 TA・SA の指導や運営に問

題がなかったか検証する。 
 

・9 月 3 日に交通機械工学科田中准教授を

講師として Web にて TA 研修会を実施

した。TAの心得等を講演いただいた後、

学生ひとり一人が前期の振り返りとし

て発表を行った。（前期 SA の採用なし） 
 
・TA については教員より「授業実施報

告」、学生からは「授業業務報告」を提

出してもらい TA の配置等を検証した。

また、次年度の TA 配置の参考とする。

SAについては報告書を提出させていな

い。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 2-2②TA(Teaching 
Assistant)等の活用をはじめとする学

修支援の充実に関して、基幹教育セン

ターの教員が初年次の物理・数学の授

業に担当教員の補助として参加し、学

修困難を抱える学生の支援を 連携し

て行っている点は優れた点として評価

され、基準項目 2-2 を満たしている、と

の評価を受けた。 

C 

達

成

目

標 

・TA/SA 導入による教育効果につ

いて、その検証方法を検討する。

（例 入学時の学力判定試験問

題を複数回実施した場合の得点

上昇 等） 

・TA、SA 導入の教育効果を分析・

検証し、改善策を検討する。 

・留学生を含めた TAによる幅広い

学修支援体制を築き、国際的及び

グローバルな視点から基礎教育

を遂行していき、退学率の減少に

努める。 
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1.5.1.3 円滑な大学教育への適応 [AP32(05)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の検証に基づき初年次教育科

目の構成・内容について必要に応じて

変更・修正を行う。 
・留学生など特別な配慮が必要な学生

の指導を基幹教育センター、カウンセ

ラー、学生課が協力して行う。 
・各学科とも協力して成績不振の学生

の丁寧な指導を徹底する。 
・特別な配慮が必要な学生の支援方針

を決定する機関としての修学支援委

員会と関係機関との連携を推進する。 
・支援マニュアル等を作成する。 
・委員会の運営方法を見直す。 
・基礎学力向上を目的とした初年次教

育の方法を検証し、改善点を反映す

る。 
 

・初年次教育科目の内容について、適

切に変更がなされているかについ

て確認し、今後の本学の初年次教育

の課題や方向性について検討する。

（対象科目：フレッシュマンセミナ

ー前期開講） 
 
・初年次教育科目の内容の見直しが必

要であれば，教務委員会を中心に検

討する． 
 
 
 
・遠隔授業を実施ながら、基幹教育セ

ンターにて、遠隔でも可能な支援方

法（電話，ライブ，e ラーニング，

紙媒体）を検討，指導を実施する。

授業担当者との連絡を密にする方

法を検討・実施する。 
・遠隔授業の受講実態を調査するとと

もに、収集データの種類・内容を分

析する。 
  

・遠隔授業と対面授業での教育効果の

比較を行う。 
・昨年度実施の学力調査の結果から、

学生の文章読解力の不足が明らか

になった。今年度はリーディングス

キルテストを実施し学生たちが自

身の学修の問題点を把握できるよ

う自己分析させる。 
・昨年度実施した学力調査と RST 等

との比較から本学の学生たち学ぶ

力を評価し、初年次教育のあり方の

指針を示す。 
・ソーシャルワーカーを雇用し、遠隔

授業に対応できなかった学生を中

心に、困難を抱える学生の全学的支

援を開始する。（2021 年度へ） 
 

・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り多くの授業科目が遠隔授業での実施

となったため、各学科においてフレッ

シュマンセミナーについて、その実施

方法や形態について検討いただき、対

応した。 
 
・コンピュータリテラシーについて、AI
基礎教育推進との関連から、その授業

内容を検証し、AI 基礎教育とのスムー

ズな接続を図るための課題を担当者会

議にて検討した。 
 
・各授業，IR 推進センターで収集したデ

ータを参考に学生にあった指導方法を

提案する．現在は，メール，オープンフ

ォーラム（オンデマンド方式），携帯の

LINE, Zoom（リアルタイム形式）を利

用し指導した．また，７月後半より感染

防止対策を十分とりながら対面指導も

予約制で実施している． 
 

 
・10～12 月、初年次生の 8 割強にリーデ

ィングスキルテスト（RST）を実施し

た。 
・初年次生に行った各種学習データと

RST との比較を IR 部門と協働で実施

した。 
・本学学生の学習・学修能力調査の結果

を，基幹教育センター運営委員会等で

報告した。 

B 

達

成

目

標 

・初年次教育科目の整備 
・初年次教育について、全学的に検

討し、その支援を行う体制を構

築する。 
 

①．５．２ 学生サービス 

（方針）学生が安定した学生生活を送り、それを通して多様な学びや成長の機会が得られるように、（１）奨学金等経済的支援、（２）

課外活動の充実に向けた支援、（３）学生相談室、医務室などの利用を通した心理・健康面での支援、等の充実を図る。 

1.5.2.1 学生生活の安定のための支援 (基準２―４―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・奨学金等経済的支援 
人数等の検証を行う。 

・課外活動の充実に向けた支援 
協力体制の検証を行う。 

・学生相談等の充実 
学生相談の内容により各課科等との

連携を図る。 
 

・高等教育の修学支援制度により本学

の既存の奨学金等を合わせて検討

をおこなう。 
 
 
・課外活動の学生との協力体制を整え

ていく。 
 
 
 
・配慮の必要な学生と学科、課と連携

を取りながら対応していく。 

・既存の奨学金制度の見直しを行うとと

もに、新型コロナウイルス感染症に関

連した授業料減免内規を新設した。ま

た、留学生の奨学金の改正を行った。 
 
・コロナ禍で学生との連携が難しい状況

である。クラブ活動が後期から一部再

開を始めているが、体制を整えること

はできていない。 
 
・学生相談室では学生からの相談内容に

より、学科や課又は外部（病院）と連携

を取りながら、適時連絡協議を行って

いる。 

C 

達

成

目

標 

・検討結果により制度の検証を行

う。 
・各会から各部等への体制に取組

む。 
・連携協議を定例会とする。 
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①．５．３ 学生の意見・要望への対応 

（方針）アセスメント・ポリシーに基づき、（１）学修支援に対する学生の意見、（２）学生生活に対する学生の意見、（３）施設・

設備に対する学生の意見、等の調査を実施する。また、その分析を通して、それぞれへの改善につなげていく体制を確立する。 

1.5.3.1 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 (基準２―６―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・授業等に関する学生の意見を検証し

た上で、前年に続き調査を実施する。 
・調査結果の検討を踏まえ、必要な措置

を講じる。 
 

・学生満足度アンケート内容の検討・

実施について検討を行う。   
 
・前年度の学生・教職員教育改善部会 

での学生からの要望を踏まえ、改善 

策を検討する。 
 
・学生・教職員教育改善部会を開催  

し、学生、教職員間の情報共有を図 

るとともに、学生の意見や要望等を

各部署で共有する。 
 
 
・学生による授業評価アンケートを実

施する。 
 
 
 
・学生満足度アンケートを実施し、ア

ンケート結果内容を検討し、改善・

実施に取り組り組んでいく。 
 
・遠隔授業等によりストレスを感じて

いる学生に向けた情報発信を行い、

学生相談室と連携を取り対応する。 
 

・学生満足度アンケート内容については、

経年で比較することとなった。 
 
・学生・教職員教育改善部会の要望等につ

いて実施できることから行うこととな

った。 
 
・9 月 4 日に学生・教職員教育改善部会を

実施した。本年度は遠隔授業実施に伴

い学科長、事務局長、事務局次長の参加

も要請し、同部会の内容を関係部署に

おいて情報の共有を図った。（遠隔で実

施） 
・今年度は、前期開講科目の授業評価アン

ケートについては実施ができなかった

が、後期開講科目については授業評価

アンケートを実施した。 
 
・１月に学生満足度アンケートを実施し、

集計を行い結果内容の把握、今後の検

討を行う。 
 
・遠隔授業で今までにないストレスを感

じている学生には学生相談室と連携し

対応している。 
・医務室、相談室ニュースを発行し、スト

レス等の相談等を受け、各部署と連携

を取っている。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 2-6①学修支援に関

する学生の意見・要望の把握・分析と検

討結果の活用に関して、学修支援に関し

て、毎年度、 学生 授業評価アンケート、

学生満足度調査 アンケート 、卒業生・

修了生アンケート、 あるいは 「 学生・

教職員教育改善部会 」 に出席した学生

からの意見聴取などが実施され、学生の

意見要望を把握しており、基準項目 2-6
を満たしている、との評価を受けた。 

B 
達

成

目

標 

・調査結果を踏まえ、関係部署での

必要な改善策を検討する。 
 

1.5.3.2 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用    
(基準２―６―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・学生生活に対する学生の意見を検証

した上で、前年に続き調査を実施す

る。 
・調査結果の検討を踏まえ、必要な措置

を講じる。 
 

・学生満足度アンケート内容の検討・

実施について検討を行う。  
   
・学生満足度アンケート結果内容の

検討を行い、改善・実施に取り組

んでいく。 
 
 
 
・コロナ感染予防策としてアクリル板

の設置、手指消毒器の配置等に取り

組んでいく。 

・学生満足度アンケート内容については、

経年で比較することとなった。 
 
・昨年度のアンケート内容により、食堂と

の意見交換を行い、改善を勧める予定

であったがコロナ禍で中断している。

現在は、感染予防策として、イス、テー

ブルの削減やアクリル板の設置を行っ

た。 
・新型コロナウイルス感染予防対策とし

てアクリル板の設置、手指消毒器の配

置等を行った。 
 

B 
達

成

目

標 

・調査結果を踏まえ、関係部署での

必要な改善策を検討する。 
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・学内に新型コロナウイルス感染防止対

策のため、非接触式自動検温器 5 台を

設置した。 

1.5.3.3 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 (基準２―６―③) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・施設・設備に対する意見を検証した上

で、前年に続き調査を実施する。 
・調査結果の検討を踏まえ、必要な措置

を講じる。 
 

・学生満足度アンケート内容の検討・

実施について検討を行う。 
 
・学生満足度アンケート結果内容の検

討を行い、改善・実施に取り組り組

んでいく。 
 
 
・学生・教職員教育改善部会を開催  

し、学生、教職員間の情報共有を図 

るとともに、学生の意見や要望等を

各部署で共有する。 

・学生満足度アンケート内容については

経年で比較することとなった。 
 
・学生の居場所として室外に休憩用のベ

ンチやテーブルを設置する予定でいた

が、コロナ禍で学内学生数の減少のた

め、設置を見送った。 
 
・前期に開催した学生・教職員教育改善部

会の内容を関係部署において情報共有

を図った(遠隔で実施)。 
 
・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 2-6③ 学修環境に

関する学生の意見・要望の把握・分析と

検討結果の活用に関して、学修環境に

関する学生の要望については、アンケ

ートで満足度を確認するほか、学内に

設置した「 KIT かなう箱」より聴取し

た要望を担当部署で分析・対応し、その

結果は学生に公表されており、基準項

目 2-6 を満たしている、との評価を受け

た。 

B 
達

成

目

標 

・調査結果を踏まえ、関係部署での

必要な改善策を検討する。 
 

１．６ 就職支援の充実 
①．６．１ キャリア支援 

（方針）学生の職業意識を高める機会を設け、将来の職業人としての自覚を育てる。また卒業生のキャリアアップ支援も検討する。 

1.6.1.1 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備（例：資格取得支援等）(基準２―３―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実施状況を見て、講座・講演

会等の内容充実を図ると共に、前年度

の資格試験合格学生の SW 雇用などを

検討する。 
 

【就職課】 
・正課外の資格取得支援講座として、

MOS 資格講座及び TOEIC 講座等

を学内で実施する。 
 

 
 
 
 
 
 
・学科ごとに資格取得支援に向けた講

座・講演会を実施し、資格取得支援

体制の充実を図る。 
 
 
【機械システム工学科】 
・前年度実績を元に電気工事士、アー

ク溶接関係の支援講座（正課・正課

外）を開講する。 
・1 年後期に CAD 演習を開講する。 
 
 
 
 
 
 
 

【就職課】 
・MOS（EXCEL）講座を学内で実施した。

（コロナ感染予防のため定員制限を設

けた。） 
前期（9/9～9/18）受講者 14 名 
後期（2/18～3/1）受講者 13 名 

・TOEIC 講座を 10/26～12/21 の期間で

学内で実施した。（コロナ感染予防のた

め定員制限を設けた。） 
  受講者 11 名＋IP 試験のみ 2 名 
 
・各学科で重点目標資格を定め、学科ごと

に正課又は正課外で資格取得支援に向

けた講座・講演会を実施した。今年度の

資格別取得人数は大学 HP 上に公開す

る。 
【機械システム工学科】 
・アーク溶接関係 
 機械加工演習Ⅰ（正課：面接）／1 年生 

受講者 70 名 
・第二種電気工事士試験  
 受験者 4 名、筆記合格者 4 名、実技合

格者 2 名  
・加工プロジェック関係については、技能 
 検定の中止やコロナ対策による学生活

動制限などの影響で資格取得者はな

し。 
・アーク溶接 19 名取得 

C 
達

成

目

標 

・学科毎の支援資格を設け合格者

の向上を目指す。又、MOS 各種

講座の受講生 35 名以上。TOEIC
講座の受講生 40 名以上を目指

す。 
・教員免許に付加価値をつけられ

る情報関係資格の教育と資格取

得を目指す。 
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【交通機械工学科】 

2 級整備士試験に向けた対策講座を

実施する。 
 
 
 
【建築・設備工学科】 
・正課の中で建築士・管工事施工管理

技士に係る資格支援講座を開講す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
【情報ネットワーク工学科】 
・正課の中で、国家資格・民間試験対

策講座を実施する。 
・基本情報技術者試験に関する「特別

ゼミⅡ」を集中講義で実施する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
【教育創造工学科】 
・教員採用試験合格のための特別ゼミ

を実施する。 
 

 

・自由研磨砥石 13 名取得 
【交通機械工学科】 
・2 級自動車整備士受験対策講座（2 級ガ

ソリン・ディーゼル整備士登録学科試

験対策）（正課外／2 月中旬～3 月末） 
  受講者：29 名（内訳：ガソリン 29 名

／ディーゼル 15 名） 
【建築・設備工学科】 
・建築士講座Ⅰ／受講者 81 名 
 （正課／対面・遠隔） 
・建築士講座Ⅱ／受講者 54 名 
 （正課／対面） 
・建築士講座Ⅲ／3 年生：受講者 13 名 
 （正課：面接＋遠隔）  
・建築士講座Ⅳ／受講者 61 名 
 （正課／遠隔） 
・管工事施工管理技講座／受講者 82 名 
 （正課／遠隔）   
【情報ネットワーク工学科】 
・情報セキュリティ／3 年生：受講 79 名 
 （正課：遠隔） 
・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｺﾝﾃﾝﾂ特別講義Ⅰ／3 年生 
受講者 31 名（正課：遠隔）    

・特別ゼミⅠ（12/26～１/17）
（compTIAITFundamentals) 
（正課／遠隔）受講者 8 名、受験 2 名  

・特別ゼミⅡ／（基本情報技術者試験） 
 （正課／遠隔）受講者 5 名 
・CG 検定（正課外） 

コロナの影響で中止と成ったため、学

内受験中止。 
【教育創造工学科】 
・教員採用試験対策セミナー／4 年生：受

講 10 名（正課外：1 次・2 次試験対策

各 10 回程度） 
・模試/／2～4 年対象（東京アカデミー担

当）（正課外：4 月 36 名受験・5 月 51
名受験） 

・特別ゼミ／3 年生：受講 9 名 
・特別ゼミⅠ／2 年生（正課） 
  数学コース 20 名（遠隔） 
  理科コース 10 名（対面） 
・特別ゼミⅡ／3 年生（正課） 
  数学コース 7 名（遠隔） 
  理科コース 2 名（対面） 
・特別ゼミⅢ／3 年生（正課） 
  数学コース 7 名（遠隔） 
・教員採用試験対策セミナー／3 年生 
 （正課外／対面：受講 12 名） 

1.6.1.2 卒業生へのキャリアアップ支援の検討 [AP32(08)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に実施した結果を元に、アンケ

－トの内容や実施方法、求人情報閲覧

Web サイトの運営の見直しを図る。 
 

・既卒者向けアンケート調査（2 年分）

を実施する。 
 
 
 
・前年度延期した閲覧サイト運用等に

ついて方針を決定する。また、大学

HP に既卒向け求人企業一覧等の掲

載準備を進める。 

・2018 年 3 月及び 2013 年 3 月卒業生を

対象にアンケート調査を実施した。（送

付数 443 名に対して回答数 55 名で、回

収率が 12.4％であった。） 
 
・閲覧サイト構築に関しては検討の結果、

中止とし、次期学務システムへの導入

を目指すとともに、大学 HP に既卒向

け求人企業一覧の掲載等の対応を行

う。 
・大学 HP 上の”卒業生の方へ”に新規項目

を追加し、既卒者向け求人企業一覧

（PDF）を、3 月より掲載した。 

C 
達

成

目

標 

・前年度アンケート調査結果の分

析・公表 
・既卒者求人情報閲覧の利用率の

把握と改善 
・卒業生アンケート調査 
・卒業生のニーズに合わせた情報

提供を開始する。 
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1.6.1.3 地域連携活動を介した就職支援 [AP32(09)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実施状況を見て内容を検討

し更に充実する。 
 

・社長のかばん持ち体験について、筑

後信用金庫と受入企業・実施スケジ

ュールについて検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・久留米市主催の学内合同企業説明

会・インターンシップ説明会につい

て開催方法・開催時期を検討する。 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・地元企業等の採用担当者による業界

企業研究セミナー開催を検討する 
 

・社長のかばん持ち体験については、4 月

以降の新型コロナウイルス感染症状況

を踏まえ筑後信用金庫と協議の上、参

加学生の感染予防等から中止を決定し

た。 
・次年度の社長のかばん持ち体験事業に

ついて、11 月に筑後信用金庫企業サポ

ート部長と協議した。筑後信用金庫に

て次年度受入れ企業を 2 月に募集し、6
社に決定した。 

 
・久留米市主催の学内合同企業説明会・イ

ンターンシップ説明会については、久

留米市担当と協議の上、次の方法にて

実施した。  
 ＊合同企業説明会 
  Web（オンライン）形式で８月 2 日に

実施した。（参加企業 14 社、参加学生

2 名）  
 ＊インターンシップ説明会 
  学内説明会は実施せず、企業情報を

学生に開示した。（参加企業 10 社、参

加学生無し） 
 
・12 月 23 日に、地元企業の採用担当者に

よる面接セミナーを開催した。 
（企業：(株)ユー・エス・イー、受講者：

学部 3 年生 7 名、大学院 1 年 1 名） 
 

C 達

成

目

標 

・新たな大学独自のインターンシ

ップの検討、地元企業による合同

説明会及びインターンシップ説

明会、業界セミナー等の継続。 
 

Ⅱ．研究力の向上 
２．１ 研究支援の強化 
②．１．１ 研究支援 

（方針）研究支援体制を強化し、研究力の向上を図る。特に、ブランディング事業等の重点支援領域の研究支援を行う。 

2.1.1.1 ブランディング事業等の重点支援領域の研究支援 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・パートナーモビリティに関する研究

支援を継続して実施する。 
・次の柱となる研究テーマに関する本

格的な研究支援を行う。 
 

・AI 対話型 自動運転 車いす「パート

ナー・モビリティ」に「在宅介護サ

ービス」を高度に融合した「高齢者

向けスマート・モビリティ・サービ

ス」の事業化に向けた社会実装を国

内トップ企業などで構成する勉強

会を中心に推進する。 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「高齢者向けスマート・モビリティ・

サービス」の事業化に向けた産学官連

携の勉強会を発足した（国内トップ企

業および自治体、病院、介護団体な

ど）。社会実装に向けた実証試験を、

熊本赤十字病院（4 月 25 日開始）、お

よび大規模シニアマンション「西鉄サ

ンカルナ久留米」（7 月 21 日開始）に

おいて実施した。 
・11 月 5 日に、ＮＴＴドコモ九州支社と

「パートナーモビリティ」の 5G を活用

した「リモート手助け」の協働検討に関

する覚書を締結した。 
・NTT ドコモとの連携が深まり、本社か

らの支援事業が増えた。その結果、2 月

3 日～5 日の NTT ドコモ本社 5G イベ

ント「Open House 2021」、および 3 月

5 日の NTT ドコモ横浜で行われた 5G
イベントで、本学のパートナーモビリ

ティが大きく紹介され、本学の取組み

を全国の方々に広く知ってもらうこと

ができ、事業化に向けて大きく前進す

ることができた。 
・11 月末にパートナーモビリティの一部

A 
達

成

目

標 

・パートナーモビリティの福祉施

設での社会実装を見据えた実証

試験の支援を実施する。 
・次の柱となる研究支援を実施す

る。 
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・AI 応用研究所において、次の柱とな

る研究テーマの実施計画を立案す

る。 

サービスを宮崎県の老人介護施設「ほ

ほえみの園」に導入した。（全国初） 
・10 月 31 日に褥瘡学会九州支部で特別

講演を依頼され、実施。九州エリアの医

療関係者から高い評価を得た。また、3
月 4 日に西九州大学から特別講演を依

頼され、実施。地域の大学との連携を進

める重要な機会を得た。 
・3 月 22 日（月）に、「高齢者向けスマー

ト・モビリティ・サービス」の事業化に

向けた社会実装に関する研究ブランデ

ィング事業シンポジウムを Web 上でオ

ンライン開催した。 
 
・AI 応用研究所において、研究テーマの

検討を推進し、研究活動を開始した。

(株)キューオキと「AI スマートパーキ

ング」の共同研究を行い、沖電気工業

(株)主催の「AI エッジカンファレンス&
ソリューションコンテスト（9/29 開

催）」で 2 位となる成果を得た。 
・4～9 月にかけて 10 社以上の地元企業

にヒアリングを行い、地元産業がかか

える課題のうち AI で解決できそうな

テーマを探った。 
・AI 応用研究所にて研究実施計画を立案

し、研究所の各部門において AI 関連研

究を進めた。研究実績は、AI 応用研究

所の HP で報告を行った。 
 

2.1.1.2 研究シーズと地域企業のニーズとのマッチング 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・本学研究シーズと地域企業のニーズ

とのマッチングを行い、教員側から企

業への共同研究等の働きかけの支援

を継続して実施する。 
・次の柱となる研究テーマについて、地

域企業との共同研究の可能性を探る。 
 

・本学研究シーズと地域企業のニーズ

とのマッチングを行い、教員側から

企業への共同研究等の働きかけの支

援を継続して実施する。 
 
・研究改革推進委員会にて、地域企業

のニーズに役立ちそうな本学研究シ

ーズの洗い出しを行い、地域企業と

の共同研究マッチング 1 件を目指

す。 
 
 
 
 
・研究改革推進委員会と地域連携セン

ターとが連携し、次の柱となる研究

テーマに関する共同研究先候補の

リストアップを行う。 
 
・研究改革推進委員会と地域連携セン

ターとが連携し、地域企業への研究

シーズの紹介を行う。 
 
 
 
・2021 年度の久留米市ものづくり支

援事業への申請検討を行う。 

・本学研究シーズと地域企業のニーズの

マッチングを積極的に進め、森山工業

からものづくりセンターへの受託研究

を実現した。 
 
・AI 応用研究所において、牟田コーディ

ネーターの協力の下、地域企業 9 社に

対して、情報交換、技術相談を実施し、

AI および本学シーズによる課題解決が

できないかの検討を行った。その結果、

地域企業との共同研究マッチング 1 件

は前期達成できた。また後期にも共同

研究の内定を 1 件得た。 
 
・次の柱となる研究テーマに関する共同

研究先候補のリストを作成した。 
 
 
 
・12 月 8 日に、久留米リサーチ・パーク

主催の「久留米・鳥栖地域産学官テクノ

交流会」において、ものづくりセンタ

ー、AI 応用研究所の活動内容紹介のパ

ネル展示を行った。 
 
・2021 年度の久留米市ものづくり支援事

業への申請検討を行い、1 件の申請を行

う予定である。 

B 

達

成

目

標 

・地域企業との共同研究マッチン

グ 1 件以上を目指す。 
・次の柱となる研究テーマに関す

る共同研究先候補のリストアッ

プを行う。 
 

2.1.1.3 研究の魅力発信（研究ブランディング） 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
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・研究力指標を公開し、大規模大学から

小規模大学までの研究力比較ツール

としての有用性を示す。 
・協定を結んだ大学と連携し、研究力向

上の施策を実施する。 
 

・IR 推進センターにおいて、研究力指

標に関する調査を行い、その指標に

基づく本学の研究力の調査・分析を

行う。 
   

 
・研究ブランディング事業に関するシ

ンポジウムを開催する。 
 

・IR 推進センターにおいて、九州工業大

学で開発中の研究力指標「SURE-
Metrix」に関する調査を行い、試験的に

研究力指標に基づく本学の研究力の調

査・分析を行った。 
 
・3 月 22 日に、「高齢者向けスマート・モ

ビリティ・サービス」の事業化に向けた

社会実装に関する研究ブランディング

事業シンポジウムを Web 上でオンライ

ン開催した。 
【パートナーモビリティ】 
・前期に実施した熊本赤十字病院および

西鉄サンカルナ久留米での実証試験の

様子がテレビや新聞で多数紹介され

た。 
・後期に実施した熊本赤十字病院での避

難活用の実証試験の様子は熊本県内の

すべてのテレビ局で放映された。 
・NTT ドコモとの 11 月の新商品発表会、

2 月の本社「Open House」、3 月の横浜

5G イベントでの様子は多くの新聞、全

国放送テレビ、WEB メディアで紹介さ

れ、本学の研究力や事業開発力を広く

PR することができた。 
・11 月末にパートナーモビリティの一部

サービスを宮崎県の老人介護施設「ほ

ほえみの園」に導入し、地元メディアで

複数紹介された。（全国初） 
・10 月 31 日に褥瘡学会九州支部で特別

講演を依頼され、実施。九州エリアの医

療関係者から高い評価を得た。また、3
月 4 日に西九州大学から特別講演を依

頼され、実施。地域の大学との連携を進

める重要な機会を得た。 

A 
達

成

目

標 

・研究力指標の公開と研究力比較

ツールとしての有用性を提示す

る。 
・協定を結んだ大学と連携し、研究

力向上の施策を試行する。 
 

②．１．２ 研究環境の整備と適切な運営・管理 [AP32(10)]  (基準４―４―①) 

（方針）重点支援領域の研究分野を中心に、研究施設、設備等を整備し、その有効活用を図る。また、教職協働を推進し、教員の研

究時間の確保を図る。 

2.1.2.1 研究環境の整備 (基準４―４―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・研究改革推進委員会において、前年度

の調査結果に基づき、教育・研究装置、

研究設備を集積し、全学で効率的に利

用するための研究支援センター（仮）

の設置を検討する。 
・次の柱となる研究テーマ遂行のため

の新施設建設、設備等の導入を検討す

る。併せて、各学科、研究所において

も教育・研究施設建設、設備等の導入

を検討する。 
 

・研究改革推進委員会において研究環

境整備のための WG を組織し、教

育・研究装置、研究設備の現状調査

を行う。 
 
 
 

 
・研究改革推進委員会が中心となり、

各学科、専攻、研究所等とも連携し、

教育・研究施設、設備の将来構想を

立案する。 
 

・研究改革推進委員会 WG を組織し、教

育・研究装置、研究設備の現状調査を行

うことはできなかったが、「シーズ集

2020」の刊行に際し、総務課において、

シーズ集末尾に記載の本学の「設備機

器」の情報を更新したことで 現状調

査に代えたい。 
 
・2021 年度は、文科省補助金を利用して、

研究装置として「3 次元動作解析システ

ム」、教育設備として「アクティブ・ラ

ーニング実施のための 100 号館の ICT
環境基盤整備」の導入を推進すること

を決定した。また、研究ブランディング

事業の補助金を活用し、各学科、専攻、

研究所が連携した研究ブランディング

事業に関する研究基盤整備を継続して

実施した。 
・AI 応用研究所のスペース拡充、什器整

備等のリニューアルを行った。 

B 

達

成

目

標 

・次の柱となる研究テーマ遂行の

ための新施設建設、設備等導入

の検討結果をまとめる。 
・各学科、研究所等において整備計

画に基づき、教育・研究施設、設

備等の導入検討を行う。 
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2.1.2.2 研究設備・装置の運営・管理 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・研究設備・装置の運営・管理に関する

規程を定める。 
 

・研究改革推進委員会が施設管理課、

各学科、研究所等と連携し、研究設

備・装置の運営・管理について、現

状調査を行う。 
  

・施設管理課と連携し、研究改革推進

委員会において、研究設備・装置の

運営・管理規定の制定について検討

を行う。 
 

・研究設備・装置の運営・管理に関する現

状調査は、コロナ禍における業務増大

等の影響により実施できなかった。 
 

 
・研究設備・装置の運営・管 理規定の制

定について検討には着手できなかっ

た。 

D 達

成

目

標 

・研究設備・装置の運営・管理規程 

を制定する。 
 

2.1.2.3 研究時間の確保 [AP32(10)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・事務改革推進委員会が中心となり、研

究時間確保その他研究活動支援のた

めの事務改革の施策を実行する。 
・IR 推進センターにより、研究時間の

確保状況の改善が図られたかを調査

する。 
 

・研究改革推進委員会が中心となり、

昨年度の IR 推進センターによる教

員の研究時間の調査結果に基づき、

研究時間確保のための施策検討を

行う。 
 

・研究改革推進委員会において、研究

デーの設定等、教員の研究時間確保

の施策立案を行う。 
 
・事務改革検討部会が中心となり、研

究活動支援のための事務改革の施

策検討を行う。 
 

・研究改革推進委員会において、昨年度の

IR 推進センターによる教員の研究時間

の調査結果に基づき、研究時間確保の

ための施策検討を行った。 
 
 
・研究改革推進委員会において、研究デー

の設定等、教員の研究時間確保の施策

提案を行った。 
 
・事務部門による研究活動支援として、教

員評価書類の一部（事務部門把握分）を

教務課、総務課にて記入し、教員の負担

軽減を図った。 
・事務改革検討部会が中心となり、研究活

動支援のための事務改革のアンケート

調査を実施した。 

B 

達

成

目

標 

・研究時間確保等の研究支援施策

を実行し、週に 1 日以上の教員

の研究時間を確保する。 
・研究支援組織（専門部署）の設置

準備を行う。 
 

２．２ 戦略的な研究費配分 

②．２．１ 研究活動への資源の配分 (基準４―４―③) 
（方針）外部資金の獲得を組織的に推進するとともに、戦略的な学内研究費の配分を行う。 

2.2.1.1 外部資金獲得のための組織力強化 [AP32(10)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・試行した研究力強化施策を評価し、組

織的な戦略的施策を策定・施行する。 
・外部資金獲得のための基礎力やノウ

ハウを整理し、習得の機会を増やす。

その効果を指標化し進捗を把握でき

るようにする。 
・他の大学や研究機関との連携を組織

的に推進する。 
 

・研究改革推進委員会が中心となり、

外部資金獲得に関する情報やノウ

ハウを整理し、教員への周知を図

る。 
 
 
 
・IR 推進センターにおいて、本年度か

ら導入された新たな教員評価制度

における研究領域のデータ等を基

に本学の研究力の分析を行う。 
   

・教員教育・研究業績年報の発行によ

り、学内での外部資金獲得情報の見

える化を行う。 
 
・IR 推進センターによる研究力の分

析結果を基に、研究改革推進委員会

において、研究力強化の施策につい

て検討を行う。 
 

・総務課にて、外部資金獲得に関する情報

について、逐次、教員へ周知を図った。

研究改革推進委員会が中心となり、外

部資金獲得に関する情報やノウハウの

整理を行うことには着手できなかっ

た。 
 
・IR 推進センターにおいて、本年度から

導入された新たな教員評価制度におけ

る研究領域のデータ等を基に本学の研

究力の分析を推進中である。 
 

・教員教育・研究業績年報の発行により、

学内での外部資金獲得情報の見える化

を行った。 
 
・研究改革推進委員会での、研究力強化

の施策について検討は、コロナ禍にお

ける業務増大等の影響により実施でき

なかった。 
 

C 

達

成

目

標 

・試行した研究力強化施策の評価

と組織的な戦略的施策の策定・施

行 
・外部資金獲得のための基礎力や

ノウハウの整理と習得機会を増

大 
・他の大学や研究機関との連携の

組織的推進 
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2.2.1.2 戦略的な学内研究費配分 [AP32(11)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・学長裁量経費を一律ではなく傾斜配

分し、研究意欲を向上させるための基

礎研究費（ベーシックインカム）を設

ける。 
 

・学長裁量経費による研究テーマの募

集、選考を行う。 
 
・科研費申請書の作成支援を行う。 
 
・科研費申請を行う。 
 
 
・研究改革推進委員会が中心となり、

学会論文誌への論文投稿等の促進

を図る。 

・学長裁量経費による研究テーマの募集、

選考を行った。 
 
・科研費申請書の作成支援を行った。 

 
・22 件（昨年度 26 件）の科研費申請を行

った。 
 
・研究改革推進委員会が中心となり、学会

論文誌への論文投稿等の促進を図った。 

B 
達

成

目

標 

・前年度以上の科研費の申請件数

を目指す。 
 

２．３ 教員教育・再教育体制の確立 

②．３．１ 若手教員を中心とした研究に関するスキルアップ向上 [AP32(12)] 

（方針）若手教員を中心に、研究の第一線で活躍できる研究者の育成を図る。 

2.3.1.1 学科間の垣根を越えて、教員が自由に結びついて研究テーマを立ち上げ、切磋琢磨しながら、研究成果を生み出す仕組み

を検討する。 
2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・研究交流スペースの利用促進を図る。 
・学科の垣根を超えた研究 WG による

研究活動を推進する。 
・学内での研究会を開催する。 
 

・AI 応用研究所において、学科の垣根

を超えた教員の研究交流を実施す

る。 
 
・AI 応用研究所を中心に学内研究会

（キッコロ）を開催する。 
   

 
 
・AI 応用研究所主催の AI 勉強会を開

催する。 

・AI 応用研究所が、教員の研究交流の場

として活用されている。学生の卒業研

究などでも利用されている。 
 
・コロナ禍のためネットでの配信となっ

たが、AI 応用研究所主催の AI 勉強会

を 2 回開催した。 
 
 
・AI 応用研究所主催の AI 勉強会を 2 回

（12 月、1 月）開催した。久留米高専か 
らも参加いただいた。今後は、久留米大

からも参加の予定。 

A 
達

成

目

標 

・研究交流スペースの利用促進を

図る。（1 日 10 人の利用） 
・学科の垣根を超えた研究 WG に

よる学内研究会（キッコロ）を年

2 回程度開催する。 
 

2.3.1.2 メンター制度を検討する。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・若手新任教員等に対してメンター制

度を開始する。 
 

・若手教員等に対して、メンターによ

る研究活動等の支援を行う。 
 
 
・研究改革推進委員会において、メン

ターによる研究活動支援の制度化

について検討を行う。 

・若手教員に対して、メンター（巨海アド

バイザリーボード、片山名誉教授）によ

る研究活動等の支援を行った。 
 
・メンターによる研究活動支援の制度化

についての検討は、コロナ禍における

業務増大等の影響により、進捗しなか

った。 

C 達

成

目

標 

・1，2 名の若手新任教員等に対し

て、メンター制度を開始する。 
 

②．３．２ 研究倫理の確立と厳正な運用 (研究倫理教育・コンプライアンス教育の実施)  (基準４―４―②) 

（方針）教職員および学生への研究倫理教育を行い、研究倫理に基づく研究の徹底を図る。 

2.3.2.1 研究倫理に関する FD 研修 (基準４―４―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・研究倫理に関する FD・SD 研修を研

究に携わる全ての構成員対象に実施

する。 
 

・教員・職員・大学院生を対象に、e ラ

ーニングによる研究倫理教育を実

施する。 
 
・教職員に対する研究倫理に関する

FD 研修会を実施する。 

・教員・職員・大学院生を対象に、e ラー

ニングによる研究倫理教育を実施し

た。 
 

 
・教職員に対する研究倫理に関するFD研

修会を実施した。 

B 
達

成

目

標 

・研究費の不正使用と研究活動に

おける不正行為の観点からの研

修を全教職員・学生を対象に実

施、e ラーニングによる評価を義

務化する。 



25 
 

Ⅲ．社会貢献の推進 
３．１ 産学官連携 
③．１．１ 産学官連携拠点の形成 [AP32(13)] 
（方針）研究成果を社会に還元し地域貢献を進める全学的な産学官連携拠点を形成する。 

3.1.1.1 全学的な産学官連携組織の確立 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・産学官連携推進委員会を設置する。 

 
・産学官連携推進委員会の方針や規則

の見直しを行う。 
 

 
・産学官連携推進委員会の活動内容と

不備があれば規則を再整備する。 

・今のところ見直しは行ったが、不備はな

いので方針や規則の変更はしていな

い。 
 

・規則の不備はないので再整備は行って

いない。 

B 達

成

目

標 

・産学官連携推進委員会の規則を

整備する。 
 

3.1.1.2 絣プロジェクトなど、重点プロジェクトの推進体制の確立 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・久留米絣に関する将来技術の開発体

制を構築する。 
 

・久留米絣に関する将来技術の開発体

制の構築に向けて、連携先の検討を

行う。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・久留米絣技術開発を行う産官学ネッ

トワークの構築に向けて、連携先と

の体制について検討を行う。 
 
 
・申請可能な外部資金のリストアップ

を行う。 
 

・コーディネーターが企業訪問の際に、ご

協力の可能性を確認して貰っている

が、現時点で賛同頂いている企業はな

い。一方、これまで継続している広川町

との連携において、今年度より久留米

絣の商品開発および販売を手がけてい

る「うなぎの寝床（https://unagino-
nedoko.net/）」と活動していくことにな

った。これにより、絣を製造する職人だ

けでなく、絣を販売する立場の視点で

問題・課題を検討し、将来技術の開発に

フィードバックすることが可能となる

と考えている。既に、絣の柄ずれの許容

値が職人と販売者とでは異なることが

問題となっており、これに対して AI を
活用して柄ずれの NG 判定をするとい

うテーマを今年度実施することになっ

ている。 
・現状では絣プロジェクトに新規でご協

力頂けそうな産学はなく、当面は広川

町を中心とする枠組みで進めていき、

必要に応じて協力を募る。 
 
・今年度より、広川町が採択された国プロ

の一部として受託研究を実施してい

る。 
・修士１年生坂田君が絣関連のテーマで

笹川研究助成に申請し、採択された。 

A 達

成

目

標 

・高速化や高精度化といった将来

的に必要となる久留米絣の技術

開発体制を久留米絣組合、広川

町、久留米高専などと一緒に産官

学ネットワークを構築すること

を検討する。 
・産官学連携で国プロといった外

部資金申請に向けた検討を行

う。 

③．１．２ 地域の技術基盤形成 [AP32(14)] 
（方針）地域から頼りにされる技術と設備をもつ環境を整備し、共同研究を推進する。 

3.1.2.1 ものづくりセンターの設備充実 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・設備の管理運営について検討する。 
・老朽化設備の更新と不足設備の増強

について検討する。 
 

・設備管理運営体制の問題点を明ら

かにする。 
 
・既存設備の問題点を明らかにす

る。 
   

・老朽化設備の更新と不足設備の増強

について検討する。 
 

・管理運営体制の問題点は明らかとなっ

ており、後期に向けて対処方法を検討・

提案する予定である． 
・既存設備の問題点も明らかとなってお

り、後期に向けて対処方法を検討・提案

する予定である。 
・老朽化設備の更新と不足設備の増強に

ついて検討し、老朽化設備の法令遵守

に必要な改装及び機器メンテナンス、

不足設備の新規導入に関する学内予算

申請を行った。 

A 
達

成

目

標 

・老朽化設備の更新と不足設備の

増強について検討する。 
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3.1.2.2 企業からの技術相談や共同研究を推進する体制の確立 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・リサーチパークや地域連携推進協議

会を通して企業ニーズを引き続き把

握する 
・推進体制を整備する。 
・技術指導等に関する規程等の運用の

検証を行う。 
 

・企業ニーズのデータベース化を検証

し、不備があれば修正を行う。 
  

 
・推進体制の見直しを行い充実を図

る。 
 
 
・技術相談や技術指導、共同・受託研

究の実績を昨年より増やす。 

・企業ニーズのデータベース化にさいし

て、書式を作成し、月ごとにデータベー

ス化している。 
 

・本学のシーズの PR を積極的に行い、技

術相談に関しても積極的な働きかけを

実施した。 
 
・技術相談は 26 件、受託研究は絣プロジ

ェクトも含めれば 3 件となり、昨年度

（10 件）より増加した。 

B 

達

成

目

標 

・企業ニーズのデータを更新する。 
・推進体制を確立、充実する。 
・前年同様に技術相談、共同・受託

研究の実績をつくる。 
 

3.1.2.3 本学シーズの積極的アピール 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年の内容を更に充実させ、ものづく

りセンター及び目玉となる研究のプ

ロモーションビデオを作成する。 
 

・昨年度の地域連携センター報の見直

しを行い、より充実したセンター報

を発刊する。 
   

・ホームページの充実を図る。 
 
・地域連携活動をメディアへ積極的に

発信し、新聞への掲載の実績を作

る。 
 

・AI 応用研究所や IML の紹介するペー

ジを増やすなどして、地域連携センタ

ー報を発刊した。 
 

・ホームページに新しい内容を掲載した。 
 
・イベントや公開講座がコロナの影響で

中止となり、情報発信の回数が減少し

た。 
 

B 
達

成

目

標 

・地域連携センター報を発刊する。 
・ホームページを更新する。 
・年に 1 回はメディアに取り上げ

られるようにする。 
・プロモーションビデオをホーム

ページにアップする。 

③．１．３ 企業ニーズに対応した社会人プログラム [AP32(16)] 

（方針）企業ニーズに応じた社会人の再教育講座や公開講座の充実を図る。 

3.1.3.1 BP の充実 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・近隣企業のニーズを調査し、ニーズ調

査に基づき、公開講座の新規立ち上

げ、その満足度を調査する。 
 

・近隣企業のニーズ調査を行い、企業

ニーズのデータベース化を図る。 
 
 
・企業ニーズに基づき、公開講座立ち

上げの可能性について検討する。 

・コーディネーターが近隣企業を訪問し、

企業ニーズの調査を行い、ニーズのデ

ータベース化を図った。 
 

・コーディネーターのニーズ調査の結果、

AI（人工知能）や DX（デジタルトラン

スフォーメーション）に関心を示す企

業が多いことが明らかとなった。 

B 
達

成

目

標 

・前年度に引き続き、ニーズのデー

タベース化と傾向分析を行う。  
・要望が高かった 2～5 項目につい

て、新規に不定期短期公開講座と

して立ち上げ、受講者の満足度を

調査する。 

3.1.3.2 リサーチパークや地域連携推進協議会を通して企業ニーズを把握し、企業向けの公開講座や講演会を開催 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・リサーチパークや地域連携推進協議

会を通して企業ニーズの把握を継続

する。 
・公開講座や講演会のアンケートから

ニーズを汲み取り、公開講座や講演会

を充実させる。 
 

・企業ニーズの把握を継続し､データ

ベース化する。 
   

・技術講演会をオンラインで開催す

る。 

・訪問先の企業ニーズを総務課で一元的

に管理し、データベース化している。 
 
・技術講演会を実施すべく準備をしたが、

新型コロナウイルス感染症の影響で体

制が整わず、講演会は開催できなかっ

た。 
C 

達

成

目

標 

・公開講座・講演会のアンケート結

果から内容を充実させ、満足度の

高い公開講座・講演会を実施す

る。 

③．１．４ 学外との人的交流促進 [AP32(17)] 
（方針）企業や他大学及び行政との人的交流を進め、研究力向上や職員のスキルアップを推進する。 

3.1.4.1 産学官の人的交流促進 
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2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・リサーチパークや地域連携推進協議

会を通しての交流を促進し、企業から

の技術相談件数を増やす。 
 

・新型コロナウイルス感染症の影響に

より企業との交流会が制限されてい

るため、リサーチパークや企業との

連絡を密にする。 
 
 
・リサーチパークとの情報交換会を実

施する。 
 
 
 
・久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流

会に出展する。 
 
・技術相談の件数を昨年度より増や

す。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で交

流会は実施できていないが、牟田コー

ディネーターが積極的に企業を訪問し

連携を深めている。技術相談も増えて

いる。 
 
・リサーチパークとの情報交換について

は実施した。地域連携推進協議会総会

は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、文章で実施した。 
 
・久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流会に

今年度も出展した。 
 
・技術相談件数は 26 件と昨年の 10 件を

大幅に上回っている。 

A 
達

成

目

標 

・久留米・鳥栖地域産学官テクノ交

流会に出展する。 
・リサーチパークとの情報交換会

を実施する。 
・地域連携推進協議会総会及び交

流会を実施する。 
・技術相談件数を前年度より増加

させる。 

3.1.4.2 他大学との教職員の人的交流促進 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に続き、交流を深める。更に次

のステップとなる人的交流の検討に

入る。 

・他校との交流に向けたきっかけ作り

を検討する。 
  

 
 
 
 
・連携協定を締結している大学・高専

との人的交流に向けて、両校にメリ

ットがある内容を検討する。 

・コーディネーターに依頼し、他校の方と

お目にかかった際に本学の意図を伝え

た上で可能性を確認して頂いている

が、前向きな意見は頂けていない。本学

だけでなく、先方にもメリットがある

具体的な内容を提示する必要があると

思われる。 
 

・コロナ禍で、他校との人的交流について

検討する機会を設けることが困難であ

った。 

C 達

成

目

標 

・連携協定を締結している大学・高

専との人的交流に向けた検討会

を開催する。 
 

③．１．５ ブランディング強化・情報発信 [AP32(19)] 

（方針）研究成果や重点プロジェクトの成果を様々なメディアを通して発信し、ブランディング強化を図る。 

3.1.5.1 地域のニーズに応じたプロジェクトの成果を積極的に発信する。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・発信状況を検証し、プロジェクトの成

果発信方法を検討する。 
 

・プロジェクトの成果発信方法を検討

する． 
 

 
  

・久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流

会に研究成果を出展する。 
 
・プロジェクトの成果が新聞に掲載さ

れるようにする。 

・短時間で発信方法を確立するには，SNS
の活用が有効であると考え，ものづく

りセンターとして Facebook のアカウ

ントを作成中である． 
 
・久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流会に

てパネル展示を行った。 
 

・トヨタ産業記念博物館より，織機と巻取

機を譲渡された． 
・久留米絣の研究開発状況について、3 月

16 日に新聞社の取材を受けた。 
 

A 達

成

目

標 

・久留米・鳥栖地域産学官テクノ交

流会に研究成果を出展する。 
・成果が新聞に掲載されるように

する。 
 

３．２ 地域教育機関との連携 

③．２．１ 初等・中等教育機関を巻き込んだ地域の「総合的な知の拠点」構築 [AP32(15)] 
（方針）地域の初等・中等教育機関と連携した活動を組織として継続的に実施していくための体制の確立 
3.2.1.1 地域への教育分野における貢献を組織的に進めていくために、その事務を担当する組織及び産学官連携教育担当部門の設

置を検討する。 
2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・産学官連携教育担当部門（仮）および

その事務組織（担当職員）で担う業務

と従来各部署で担当されてた業務の

整理・統合を検討する。 

・すでに設置された産学官連携推進委

員会に、地域への教育分野における

貢献の組織的な取り組みを担う事

務組織の役割を提言し、審議を引き

・産学官連携推進委員会が未開催であり、

新型コロナウイルス感染症による影響

から地域への教育分野における従来通

りの活動が困難な状況にあった。新型

D 
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・前年度の参加者へのアンケート結果

を検証し、内容の充実を図り、筑後子

供キャンパスを実施する。 
 

続きお願いする。 
 
 
・「ちくご子供キャンパス」を 7 月 26

日（日）に実施する予定。前年度は

多くの小学生が参加し好評を博し

た。これを踏まえ、数学・理科両コ

ースの教員を配置し内容の充実を

図る。 
   

・共通教育総合教育「地域連携Ⅰ・Ⅱ」

の成果、課題を検証する。 
 

コロナウイルス感染症の推移を注視し

ながら、今後の検討を行いたい。 
 
・本年度の「ちくご子供キャンパス」は新

型コロナウイルス感染症対策のため

に、すべてのイベントを中止とした。 
 

 
 
 
・「地域連携Ⅰ」の成果・課題について教

務委員会等で検証予定であるが、時期

については令和 3 年度初頭に延期した

い。 

達

成

目

標 

・産学官連携教育担当部門（仮）の

設置検討ならびに管轄する業務

の整理・統合を検討する。 
・前年度より参加者の満足度を上

げる。 
 

3.2.1.2 教員個人ではなく、組織的な運営を効率的に行うため、地域貢献につながる公開講座・出前授業などのコンテンツの共有

化に取り組む。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・共有コンテンツを利用した公開講座

を実施する。 
 

・公開講座等において、学科横断的な 

共有コンテンツの作成は無理なので 

地域貢献の在り方を再確認して計画

自体を見直す。 
   

・「地ブパ」に積極的に関わり、様々 

角度から地域貢献を遂行する。 

・これからの地域貢献の在り方として、

「地ブパ」の取組みを積極的に行うこと 
が施策だと認識した。 

  
 
・「地ブパ」の活動に積極的に関わること  

が出来なかった。 
 

C 達

成

目

標 

・共有コンテンツを利用した公開

講座を実施する。 
 

③．２．２ 大学間連携を活用した大学改革の加速化 [AP32(03、18)] 

（方針）プラットフォームを構成する大学間での検討を進めていく。 
3.2.2.1 私立大学等改革総合支援事業タイプ３の選定に向けて、コンソーシアム久留米構成校と連携をとりながら、可能な取り組

みを進めていく。 
2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 

・私立大学等改革総合支援事業タイプ

３の要件等の確認を行い、前年度と同

様に、実現可能な項目の検討および実

現に向けた項目の検討を行い、継続し

た取り組みを行う。 
 

・今年度は、プラットフォームを形成

する大学間の共通要件項目に対し

て重点的に検討を図り、昨年度から

の積み上げた課題のもとに、申請に

向けた取り組みを行う。 
  
 
 
・前期の検討結果に基づき、今年度の

タイプ 3（地域社会への貢献）は「地

域連携型」の申請を行う。 

・申請に向けて、代表校である久留米大学

を中心としたプラットフオーム形成等

大学間で共通要件項目に取り組んだ結

果、昨年度の選定ラインの得点を超え

ることが出来ず、検討した結果、タイプ

3「プラットフォーム型」による申請は

行わないこととした。 
 

・タイプ 3「地域連携型」の申請を行った

が、不選定の結果となった。今年度の課

題を抽出して、次年度に向けた政策的

な取り組みを進め、採択に向けた改善

を図っていく。 

C 
達

成

目

標 

・実施可能な項目の検討を図り、実

現可能な項目の中から１項目を

実施する。 
・実現に向けた項目の検討を図り、

次年度には実施可能な項目とし

て検討を図っていく。 
 

Ⅳ．経営改革 
４．１ ガバナンスの確立 
④．１．１ 効率的な組織運営と経営 [AP32(20)] 
（方針）教育・研究を効果的に推進するため、決裁ラインの適正化や事務組織の見直しを行うなど大学運営の効率化を図る。 

4.1.1.1 学長の適切なリーダーシップの確立・発揮 (基準４―１―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・学長のリーダーシップ発揮を支援す

るため必要な組織の再編、要員の再配

置を実施する。 
 

・AI 応用研究所の円滑な稼働を図る 

とともに、IR 活動との連携を検討す

る。   
 
 
・IR 推進センターと AI 応用研究所の

連携を確保し、学長の意思決定を支

援する組織的機能を強化する。 

・文科省 AI 戦略に応じた AI 教育の充実

を目指して研究所活動を開始するとと

もに、IR 活動や地域連携活動との連携

を図った。 
 
・AI 応用研究所活動、IR 活動が進展し支

援機能が強化された。また、AI 応用研

究所の施設充実を行った。 

A 
達

成

目

標 

・学長の意思決定をサポートする

組織体制の再編を実施する。 
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4.1.1.2 権限の適切な分散と責任の明確化 (基準４―１―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・意思決定過程の簡素化、迅速化を図

る。 
 

・意思決定過程の一層の迅速化を目指 

して、現在の問題点の抽出を行う。 
 
 
・各会議自体の効率化とワークフロー 

の客観的評価に基づく改善を行う。 
 
・必要な規程等の改正を行う。 

・企画会議の Web 化を行い、適切な意思

決定過程を確保しながら進行の見直し

も行い、全体として効率化が進んだ。 
 
・引き続き会議ごとに適切な進行を行う

とともに効率的な運営を図った。 
 
・規程等の見直し、改正を行った。 
 

B 達

成

目

標 

・必要な規程等の見直しを検討、実

施する。 
 

4.1.1.3 職員配置と役割明確化 (基準４―１―③) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・教学マネジメントを遂行していく。 
 

・中教審が示した教学マネジメント指

針に照らして、３つのポリシーに関

して前年後期に整理したチェック

ポイントに基づき、現状の課題を把

握し，その改善を図る。 
 

・中教審大学分科会が示した「教学マネジ

メント指針」に基づき、FD の高度化等

に対応するため、「久留米工業大学にお

ける FD の実施方針・計画について」を

策定した。 
・外部認証評価受審にあたり、教学マネジ

メント体制の課題の検証に取り組ん

だ。 
 

・大学機関別認証評価において大学院に

おける学位の授与については、「 久留

米工業大学大学院研究科委員会規程」

において、審議事項として規定されて

いないほか、大学院研究科委員会議事

録においてもその審議内容が記載され

ていないことから、改善を要する、との

改善を要する点の指摘を受けた。 
 

C 達

成

目

標 

・教職協働を確保するための職員

配置、組織見直しに努める。 
 

④．１．２ 業務改革の実施 

（方針）限られた経営資源を最大限に活用し、大学の目標を達成するため、業務フローや組織構造の再構築を行う。 

4.1.2.1 業務改革の基本方針の策定と明示 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・業務ガイドに基づく組織要員体制の

見直し検討を行うとともに、外部委託

化の検証を行う。 
 

・事務局業務の段階的アウトソーシン

グを実施するともに、アウトソーシ

ングの活用を含めた業務改革の促

進を図る。 
 
・業務調査の結果を事務局、法人本部

で共有化するとともに、大学事務

局、法人本部事務局を通じた事務改

革の検討を開始する。 

・事務局業務の一部について委託化へ移

行し、業務委託の推進を行った。 
 
 
 
・業務調査の結果や顕在化した課題を事

務局、法人本部で共有化するための企画

を計画した。事務改革推進のため、職員

の意識改革を目的とした研修を実施し

た。 

B 
達

成

目

標 

・試行結果に基づき委託化の拡大

を検討する。 
・大学の業務改革と並行した法人

全体の事務機能の効率化につい

て検討する。 
 

４．２ 職員研修 
④．２．１ SD をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取組み (基準４―３―①) 

（方針）教育を取り巻く環境の急激な変化に伴って、大学運営を担う職員の資質・能力向上を組織的に取り組む。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・職階別研修を行う。 
・職場内研修を行う。 
・外部研修に参加する。 

・各課職場内での研修を行う。また、

外部研修会参加及び課内での報告

会を行う。 
 
・管理職が、研修講師を担当し、所管

業務の概要及び問題や課題につい

て研修する。 
 

・今年度は、コロナ禍により外部研修には

参加できなかったが、オンラインセミ

ナーに参加した課もあった。 
 
・課長を対象とした研修会は、コロナ禍に

より実施できなかった。 
 
 

C 達

成

目

標 

・企画・立案能力の向上を図る。 
・リーダーシップの向上を図る。 
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・係長、課長研修を実施する。ワーク

ショップ型で、グループに分かれて

具体的課題、問題について解決策を

協議する。 

・課長が講師を担当しての研修を実施し

た。内容は、会計課長が講師を担当し係

長を対象とした「学校会計について(当
初予算)研修会」及び就職課長が講師を

担当し主任、係長及び課長を対象とし

た「就職業務に関する研修会」を実施し

た。また、改善に向けたアンケートも実

施した。 
４．３ 人事 
④．３．１ 全学的・長期的視点に基づく人事計画 [AP32(24、25、30)] 
（方針）財源的制約の中で、教育・研究を推進し、質的に高度化・専門化するとともに増加傾向にある事務に対応していくため適切

な採用計画など、総人件費の適正化を図る。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・教学マネジメントの取組み、業務改革

の進展を踏まえた人的資源管理を図

る。 
 

・BPO の第一段階を開始する。また、

課題の中間とりまとめ、評価を行う。 
 
・BPO の評価に基づき、アウトソーシ

ングの拡大等の検討と必要な見直

しなどを行う。 

・BPO の第一段階に着手した。進行にと

もない課題の整理を行った。 
 
・業務内容の実態を踏まえた見直し、協議

を行った。対象業務の拡大を検討中で

ある。 
 

B 
達

成

目

標 

・計画に基づき、教職員の必要な補

充と再配置等を実施する。 
・人的資源管理の見地からの人材

育成を図る。 
 

④．３．２ 教職員の人材育成 [AP32(26、27、28)] 

（方針）適正な教職員採用計画とともに、効果的な評価制度の整備などにより全学的見地からの人的資源管理を行う。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・研修体系など人材育成の基本的考え

方方に基づいた研修、業務ガイドを参

考とした実務研修を実施する。 
 

・業務フロー調査、業務量調査を踏ま 

えた BPR 研修を企画し実施すると

ともに、個別業務フローの再構築に

段階的に取り組む。 
 
・評価制度のあり方について検討を行

う。 

・業務フロー調査結果等をもとに事務職

員全員を対象としたBPR研修を企画し

実施した。研修内容は「調査結果から見

えること」「今後の改革への取組みにつ

いて」であった。 
 

B 
達

成

目

標 

・業務ガイドを踏まえ、実務に沿っ

た事務職員研修を実施する。 
・検証に基づき、必要に応じた評価

制度の見直しを行う。 

４．４ 財務 

④．４．１ 財政基盤と収支・会計 (基準５―４・５―５) 
（方針）大学の使命・目的を実現するため、経営の基本方針を明示する。また健全な大学運営を堅持していくため、安定的な財政基

盤の確立と会計、監査体制など理事会とともに経営の規律を維持していく。 

4.4.1.1 経営の基本方針の明示・公表（環境・人権を含む） 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・策定した実施計画を効果的に実行し

ていく。 
 

・経営の基本方針に基づき、実施計画

に沿って適切な進捗管理を行う。 
   

 
・予算編成後に生じた状況の変化に的

確に対応した執行管理を行うとと

もに、必要に応じ補正予算の編成を

行う。 

・感染症拡大の環境下において、実施計

画修正の可能性も生じるため、適切な

進捗管理を図っている。 
 

・事業進捗に応じた執行管理を行うとと

もに、補正予算を編成した。また、感染

症の影響も想定しながら、実施計画及

び次年度予算の編成を行った。 

A 達

成

目

標 

・ローリングを行うとともに、適切

な補正予算編成等を通じた運用

を行う。 
 

4.4.1.2 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 (基準５―４―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・財政状況等の推移に応じ、第２次実施

計画の見直しを行い、適切な財務運営

を確保していく。 

・財政計画の実効性を確保するため早

期に環境変化に応じた精査を行う。 
  

 
・財政状況の変化に応じた実施計画の

見直しを行う。また、収支状況を踏ま

えた補正予算等の運用を行う。 

・事業執行環境が大きく変化する下で、計

画の実効性確保に留意した財務状況の

精査に努めている。 
 
・学納金等の決算見込みを踏まえて、実施

計画の見直しと補正予算編成を行っ

た。 

A 達
成
目
標 

・財政見通しの見直しを行う。 
・収支状況を確認しながら、補正予

算等の適切な運用を行う。 
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4.4.1.3 安定した財政基盤の確立と収支バランスの確保 (基準５―４―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・安定した学納金収入及び外部資金（補

助金・寄付等）の獲得に努める。また、

管理会計を活用した経営を推進する。 
 

・国の修学支援制度の適正な運用を図 

るとともに、国の制度の収支への影

響について、的確な把握に努める。 
   

・国の修学支援制度及び第一段階の奨

学金制度見直しの影響を検証する。 
 
 
・特定資産の適切な運用を図る。 

・国の修学支援制度の的確な運用を図っ

た。国の制度の収支への影響について

は、検証中である。 
 
・国の修学支援制度に基づいた運用を行

うとともに、本学奨学金制度の調整を

行った。 
 
・決算に向けて特定資産の適切な運用を

図った。 
・管理会計の導入については実現できな

かった。 
 

B 
達

成

目

標 

・引き続き黒字経営を確保する。 
・更なる特定資産取崩額の縮小に

努める。 
 

4.4.1.4 会計処理の適正な実施 (基準５―５―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・規程等及び法人本部指導のもと、より

適正な会計処理を行う。 
 

・引き続き会計処理の適正化に努め

る。 
  

 
 
 
 
 
 
 
・本学の実情に合わせた決算見込みの

実務作業のあり方について検討を

行う。 

・日々の会計処理の適正化の確保につい

ては、規程等及び法人本部指導のもと、

その都度メール等にて学内に周知して

いる。今年度は「個人クレジットカード

の使用禁止の徹底」→やむを得ない場

合、法人カードの使用案内や「立替払い

の削減」→精算については振込の推進

並びに立替限度額の縮小に努めた。 
 

・事前にコロナ禍の影響を考慮し、同関連

予算を主に2つの部署（教務課と総務課）

へ選択と集中を行った。また事前に概算

での試算、各部署への決算見込調書作成

依頼時にコロナ禍を反映するよう周知

し（増額と減額の精査）予算と決算の乖

離に努めた。また当初予算について係長

を中心とした事務局研修会を実施し、職

員の育成に努めた。 

A 達

成

目

標 

・引き続き決算見込額の精査を実

施し、乖離の縮小に努める。 
 

4.4.1.5 会計監査の体制整備と厳正な実施 (基準５―５―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・規程等及び監事、公認会計士等の指導

のもと改善を行う。 
 

・法人本部と連携し会計事務の改善を

図る。 
   

 
 
 
 
・引き続き決算見込みの作成に合わ

せ、会計処理の点検を実施する。 

・公認会計士の指摘事項「図書の実査（数

値の整合性）」「徴収不能引当金の引当

不足」については、会計士、法人本部の

指導のもと規程に沿って対応を行い、

今後の決算時に差異（洩れ）がないよう

努めている。 
 
・法人本部等指導のもと、11 月に法人規

程「立替払事務取扱細則」を施行し、立

替払いに関する具体的な内容を整備し

周知を行った。 

B 達

成

目

標 

・決算等に不備がないよう引き続

き精査を図る。 
 

4.4.1.6 寄付金の獲得と基金の充実 [AP32(29)] 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・寄付金獲得に伴う整備を行う。 
 

・新型コロナウイルス感染症の終息状

況を鑑みホームカミングデーの実施

計画を委員会で検討する。 
 
・同窓会活動の活性化に向けた支援策

の検討を行い、協力して効果的な寄

付金の仕組みを確立する。 
 

・ホームカミングデーについては、コロナ

禍での実施が難しいため、昨年度に引

き続き、開催を中止した。 
 
・政策企画課を中心に卒業生向け特設ペ

ージおよび少額でも寄付がしやすい仕

組みを検討中である。 

C 達

成

目

標 

・引き続き寄付手続きの簡素化、

HP の見直し及びクラウドファ

ンディング等を進める。 
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４．５ 学習環境の整備 

④．５．１ 学習環境の計画的な整備と適切な維持管理 [AP32(32)] 
（方針）快適な学習環境を整えるため既存施設・設備の適切な維持管理と活用、教育目的を達成するために必要な施設等の計画的な

整備を図る。 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・既存施設・設備について、利用状況や

老朽化等の実態に応じた適切な維持

管理を行い、効率的な活用を図り、新

設案件については改革の方向性に沿

った対応を行っていく。 
・中尾山キャンパスについて、整備実習

等の実態を踏まえた対応と学生寮整

備の方針を決定する。 
 

・計画に沿った維持管理を実施すると

ともに、臨時に発生する事案につい

ても適切な対応を図る。 
 
 
 
 
 
・学生寮整備の実施設計業務に着手す

る。 
・中尾山キャンパスからの移転事業を

概成する。 
・学生寮実施設計を完了する。 

・計画的な施設の維持管理を実施すると

ともに、感染症拡大防止のための必要

な対策も行っている。 
・建物の耐震補強改修工事を完了し、大学 

全体の耐震化率が 100％となった。 
・手付かずになっていた近隣民家付近の

植栽伐採を行った。 
 
・学生寮整備の実施設計に着手した。 
 
・中尾山キャンパスからの移転事業を概

成した。 
・学生寮改修の設計を完了し、改修事業費 

を策定した。 

A 

達

成

目

標 

・実情に応じキャンパス整備計画

の必要な見直しを行う。 
・整備計画や財源見通しを踏まえ

た新規設備等整備を行う。 
 

Ⅴ．内部質保証 
５．１ 内部質保証の組織体制 
⑤．１．１ 内部質保証の組織体制 
（方針）学部・学科や研究科による三つのポリシーを起点とする教育の質保証と中長期的な計画を踏まえた大学全体の質保証に取り

組む組織的な体制を確立する。 

5.1.1.1 内部質保証のための組織の整備・責任体制の確立 (基準６―１―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の組織的な仕組みがうまく回

っているかどうかを再検討する。 
・文科省が将来の私学の展望として示

した人材養成の 3 つの観点を踏まえ

て、本学が「高度な教養と専門性を備

えた先導的な人材を養成」する大学と

して評価が定まるよう、中長期的な計

画を踏まえた組織のあり方を取り入

れ、大学全体の質保証に取り組む。 
 

・中教審が示した教学マネジメント指

針に照らして、３つのポリシーに関

して前年後期に整理したチェック

ポイントに基づき、現状の課題を把

握する。 
 

・中教審大学分科会が示した「教学マネジ

メント指針」に基づき、「学修者本位の

教育への転換」に取り組み、「多様な学

生」に応じた「多様で柔軟な教育プログ

ラム」を編成していくために必要な教

員の資質・能力の向上を目的として FD
の実施方針及び実施計画を定めた。 

・内部質保証システム体系図の整備が行

われた。 
 

・大学機関別認証評価を受審し、同評価報

告書において、基準 6-1① 内部質保証

のための組織の整備、責任体制の確立

に関して、内部質保証に関する全学的

な方針は、「内部質保証に関する基本方

針」に定められており、これを実施する

ための恒常的な組織体制  が  整備さ

れ、また内部質保証を実施するための

責任体制は、学長を責任者とし、学長の

リーダーシップのもと、組織的に推進

していく体制が整備されており、基準

項目 6-1 を満たしている、との評価を受

けた。 
・教学マネジメント指針に照らした課題

把握は、認証評価における指摘事項へ

の対応と合わせ、次年度以降の継続課

題としたい。 

B 

達

成

目

標 

・教育の質保証 PDCA サイクルの

結果を評価する。 
・教育改革推進委員会を全学的な

統轄組織とした体制を評価し再

検討する。 
・目指す大学像と大学全体の質保

証の整合性を評価し、ゴールの再

検討を行う。 
 

５．２ 内部質保証のための自己点検・評価 

⑤．２．１ 内部質保証のための自己点検・評価 

（方針）IR を活用した調査・データ収集の枠組みを整備し、エビデンスに基づいた自己点検・評価に取り組む。 
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5.2.1.1 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 (基準６―２―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に引き自己点検・評価を実施

し、その結果について情報公開を行

う。 
・外部認証評価を受審する。 
・エビデンスに基づいた自己点検・評価

に取り組むことを容易にするためデ

ータ活用の環境を構築する。 
 

・政策企画課において、外部認証評価

受審のための書類一式を作成し、日

本高等教育評価機構に提出する。 
 
・日本高等教育評価機構による認証評

価を受審する。 
 
・アセスメント・ポリシーに沿って、

各担当部門と IR 推進センターが連

携し、前期の各種アセスメント（入

学者アンケート、個人面談記録、学

生満足度アンケート、授業評価アン

ケート等）を実施する。 
 
・2020 年度版久留米工業大学ファク

トブックを大学 HP に掲載する。 
  

・自己点検・評価委員会による評価を

実施し、報告書の作成・公開を行う。 
 
・教育研究推進外部評価委員会による

評価を実施し、報告書の作成・公開

を行う。 

・政策企画課において、外部認証評価受審

のための書類一式を作成し、7 月に日本

高等教育評価機構に提出した。 
 
・日本高等教育評価機構による認証評価

を 11 月に受審し、適合の評価を得た。 
 
・アセスメント・ポリシーに沿って、各担

当部門と IR 推進センターが連携し、前

期の各種アセスメント（入学者アンケ

ート、個人面談記録、学生満足度アンケ

ート、授業評価アンケート等）を実施し

た。 
 
・2020 年度版久留米工業大学ファクトブ

ックを大学 HP に掲載した。 
 
・自己点検・評価委員会による第 2 次実施

計画の自己評価を実施した。 
 
・教育研究推進外部評価委員会は実施せ

ず、認証評価報告書について評価委員

の意見を求めた。 
 

A 

達

成

目

標 

・自己点検・評価を実施し、報告書

を作成・公開し、外部認証評価受

審、評価報告書を公開する。 
・データ活用環境のデータウェア

ハウス化、およびデータベース化

を図る。 
 

5.2.1.2 IR などを活用した十分な調査・データの収集と分析 (基準６―２―②) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・エビデンス・IR 情報等に基づく自己

点検・評価を実施し、結果を公開する。 
・外部認証評価の受審を容易にするた

めのデータ活用環境を構築する。 
・学生・教務データに加え、教育・研究

データの一元化を視野に入れた整備

を進める。 
 

・IR 推進センターにより、一元化され

たデータを基に、内部質保証のため

の各種エビデンスとなる情報の収

集・分析を実施する。 
 
・重要課題（退学防止等）について、

IR 推進センターが中心となり、デー

タ分析を行い、分析結果を可視化し

て学内での共有化を図る。 
   

 
・重要課題（遠隔授業等）について、

IR 推進センターが中心となり、デー

タ分析を行い、分析結果を可視化し

て学内での共有化を図る。 
 
・IR 推進センターが中心となり、内部

質保証の確立のためのデータマネ

ジメントの仕組みとシステムの構

築・整備について、将来計画を検討

する。 
 

・IR 推進センターにより、一元化された

データを基に、内部質保証のための各

種エビデンスとなる情報の収集・分析

を実施した。 
 
・重要課題（退学防止等）として、遠隔授

業について、IR 推進センターが中心と

なり、2 回のアンケート調査を実施、分

析結果を可視化して学内での共有化を

図った。 
 
・重要課題（遠隔授業等）について、IR 推

進センターが中心となり、データ分析

を行い、分析結果を可視化して学内で

の共有化を図った。 
 
・IR 推進センターが中心となり、内部質

保証の確立のためのデータマネジメン

トの仕組みとシステムの構築・整備に

ついて、将来計画を検討中である。 

A 

達

成

目

標 

・データ活用環境のデータウェア

ハウス化、およびデータベース化

を進める。 
・教務・学生・教育・研究データを

一気通貫した全学データの構築

を図る。 
 

５．３ 内部質保証の機能性 

⑤．３．１ 内部質保証の機能性 

（方針） 

・自己点検・評価等の活用により、中長期的な計画を踏まえた大学運営の改善・向上につながる内部質保証の仕組みを確立する。 
・三つのポリシーを起点とした内部質保証に取り組み、その結果を教育の改善・向上に反映させる。 

5.3.1.1 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組みの確立とその機能性  
(基準６―３―①) 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
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・前年度に引き続き、自己点検・評価、

認証評価等を活用し、実施計画（の策

定・見直し等）へ反映させ大学運営の

改善・向上を図る。 
・前年度に引き続き、PDCA サイクルの

中で、三つのポリシーに基づく内部質

保証に取り組み、その結果を教育の改

善・向上に反映させる。 
 

・教育の質保証のガバナンス体制によ

り、PDCA サイクルを回し、アセス

メント・ポリシーに沿った教育の質

の保証のしくみを機能させる。 
   

 
 
・教育改革推進委員会において、自己

点検・評価委員会、教育研究推進外

部評価委員会による評価結果も踏

まえ、教育の質保証に関する課題抽

出、改善・向上策を検討し、次年度

の実施計画に反映させる。 
 
・自己点検・評価結果に基づき、大学

運営の改善・向上策を各種委員会、

企画会議等で検討し、次年度の実施

計画（中長期計画）に反映させる。 

・教育の質保証のガバナンス体制により、

PDCA サイクルを回し、アセスメント・

ポリシーに沿った教育の質の保証のし

くみを機能させている。特に、教育、研

究等の各種改革推進委員会を合同開催

とし、連携強化を図った。 
  
・教育改革推進委員会において、自己点

検・評価委員会、教育研究推進外部評価

委員会による評価結果も踏まえ、教育

の質保証に関する課題抽出、改善・向上

策を検討し、次年度の実施計画に反映

させた。 
 
・自己点検・評価結果に基づき、大学運営

の改善・向上策を各種委員会、企画会議

等で検討し、次年度の実施計画（中長期

計画）に反映させた。 
・11 月に大学機関別認証評価を受審し、

同評価報告書において、基準 6-3①内部

質保証のための学部、学科、研究科等と

大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性に関して、基準項

目 6-3 を満たしている、との評価を受け

た。しかし同時に参考意見として、大学

院の教学マネジメント、理事会及び評

議員会の運営について改善を要する事

項があり、内部質保証に関して機能性

が十分とは言えないため 、 今後の更

なる取組みが望まれるとの指摘を受け

た。 

B 

達

成

目

標 

・自己点検・評価結果、認証評価の

実施計画（の策定・見直し等）へ

の反映及びそれによる大学運営

の改善・向上を図る。 
・教育改革推進委員会を起点とし

た PDCA サイクルによる教育の

改善・向上を図る。 
 

Ⅵ．国際化の推進 
６．１ 国際交流事業の推進 
⑥．１．１ グローバル化に対応した体制の整備 

（方針）国際交流推進のための組織強化を図る。 

6.1.1.1 国際交流センターの設置検討 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・国際交流センターを開設し、必要な教

職員を配置等の体制整備を行い、留学

生へのサービスを開始する。 
 

・前年度に引き続き、国際交流センタ

ーの開設に向けての課題について

検討する。 
   

 
 
・引き続き留学生とのコミュケーショ

ンを取っていく。 
 

・留学生数等を勘案して、今年度は国際交

流センターの開設を見送ることとし

た。そのため、留学生の授業等の出欠に

ついてはメール等にて出席を促すなど

の対応を行っている。 
 
・留学生への連絡が一方通行になりがち

であり、連絡が付かない場合は、自宅ま

でいくなどの対応を行っている。 
 

C 
達

成

目

標 

・国際交流センターの開設につて

検討する。。 

6.1.1.2 学生の英語力の向上 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度に引き続き、学生の英語力向上

を図る。 
・英語村の開設などの留学生と英語で

交流ができる機会を増やす方策を検

討、実施する。 
 

・CWU での語学研修は中止となった

が、引き続き TOEIC 受験促進を進

めていく。 
  
 
 
・学生が留学生と英語で交流ができる

機会を増やす方策を検討、実施す

る。 
 

・CWU での語学研修は中止となったが、

CWU とは、語学留学を目的とした協定

を結ぶ予定である。 
・海外協定校等とのリモート語学研修へ

の参加者がいなかった。 
 
・今年度は、コロナ禍の中で留学生との交

流ができなかった。 
 
 

D 

達
成
目
標 

・語学研修参加者 40 名、TOEIC
受験者 40 名を目指す。 

・学生が留学生と英語で交流する

場を設け、取り組みを開始する。 
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・TOEIC 受験については一般学生へ

の受験を進めていく。 
・TOEIC 講座を 11 月 2 日～12 月 21 日

の期間で開催した。今年度は、受講者制

限を設け対面形式で実施した。（受講者

11 名、IP 試験のみ受講者 2 名） 
 

6.1.1.3 異文化交流の実施 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実績を見直し、地域との異文

化交流の促進を図る。 
 

・地域との異文化交流を実施する。 
 

 

・国際交流委員会にて、地域との異文化交

流に向けた議論が行われ、現状のコロ

ナ禍では実施できないと判断した。 
 

 
D 達

成
目
標 

・地域住民との交流会等のイベン

ト開催を年間 3 回程度行う。 
 
 

6.1.1.4 協定校との交流の促進 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実績等を考慮し、協定校との

短期の教員の人事交流と併せ、協定校

での学生の短期語学研修等を実施す

る。 
 

・2021 年度のさくらサイエンスプラ

ンへの公募申請に向けた計画を策

定する。。 
 
 
 
・協定校での語学研修実施について検

討を行う。 

・コロナ禍のため、2020 年度さくらサイ

エンスプランの公募が行われなかった

ため、今年度は計画を見送った。次年度

は公募申請に向けた実施計画を策定す

ることとした。 
 
・海外協定校等とのリモートによる語学

研修への参加学生はいなかった。 
 

D 
達
成
目
標 

・前年に引き続き、協定校との教員

の交流を行うとともに、教員が

2，3 名の学生を引率し、語学研

修等を実施する。 
 

⑥．１．２ 外国人留学生の受入れ促進 

（方針）相当数の外国人留学生の受入れが可能な体制を整備する。 

6.1.2.1 編入学定員の検討 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実績等を考慮し、編入学定員

が適切かどうか検討を行う。 
 

・編入学の現状と今後の動向を把握

し、編入学定員が適切かどうかの検

討を行う。 
 

・現状では、ラジャギリ工業技術大学から

の編入学生は見込めなない状況であ

る。 
・モンゴル学園と協定を締結することと

なった。 
・編入学生の受入数については、特に大き

な変化はなく、現状のままとする。 

B 達

成

目

標 

・編入学定員が適切かどうかの検

討結果をまとめる。 
 

6.1.2.2 修学支援（日本語教育、サポート学生の配置等） 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・留学生、関係者の意見を聴取し、修学

支援制度の充実化を推進する。 
 

・留学生の修学支援の充実を図るた

め、本学に合ったサポーター体制に

ついて検討を行う。 

・国際交流委員会において、留学生へのサ

ポーター体制について検討を行った結

果、次年度に実施することとなった。 
D 達

成
目
標 

・留学生の修学支援制度の充実を

図る。 
 

6.1.2.3 就職支援 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実施状況や留学生の意見を

踏まえ、支援内容の充実化を図る。 
 

・国内企業への就職を希望する在学生

を対象としたセミナーを開催する 
 
 
・ハローワーク等から得た留学生向け

の就職情報・外部セミナー情報を提

供する 
  

・新型コロナウイルス感染症の影響を受

けて、学生が大学に来る機会が減り、セ

ミナーを開催できなかった。 
 
・留学生向けの就職情報を就職課に常設

する他、Web 形式の合同説明会情報を

メールにて配信している。 
 

C 達
成
目
標 

・就職支援セミナーを開催する。 
・履歴書作成、面接指導等の支援を

強化する。 
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・留学生を対象とした履歴書作成等の

セミナー開催について、対面・Web 
等の実施方法を検討する。 

・就活相談が有った学生に対して、留学生

の採用実績が有る企業紹介、学内説明会

を 10 月に実施した。また、(株)学生情報

センターと支援プログラム(日本語能力

向上等）について Web での情報交換を

10 月に実施した。 
 

6.1.2.4 留学生も入居できる学生寮の建設検討 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・施設課により、学生寮の建設計画を立

案する。 
 

・学生寮の施設について検討してい

く。 
・来年度以降の学生寮生等について

検討を行う。 
 
・2021 年度の入寮希望者に対する代

替アパート等の選定及び家賃補助

の制度等について検討を行う。 
 

・学生寮の改修に向けて設計業者の選定

を行った。（令和 3 年度改修予定）留学

生の入寮については検討中である。 
 

 
・入寮希望者の代替アパートを決定し、留

学生としても受入れることとした。 

B 達

成

目

標 

・学生寮の建設計画を立案する。 
 

6.1.2.5 留学生の入学増への取組 

2020 年度 実施計画 2020 年度 実行計画 2020 年度 事業報告 評価 
・前年度の実績等を考慮し、留学生の入

学増への取組について見直し、改善を

図る。 
 

・現在の日本語協力校との連携を行

い、次年度の入学生につなげる。 
   

・新しい協定校（海外）に向けた協定

内容を検討し、2022年度に留学生を

受入れる体制づくりを行う。 

・コロナ禍のため、現在の協定校との連携

をリモートで行っている。 
 
・海外の新しい学校との協定について検

討を行った。今後の留学生確保に向け

て、モンゴル国と中国との学校に対し

て協定を締結した。2021 年度の留学生

の入学者数 9 名（学部生６名、編入生２

名、大学院生１名）。 
 

B 
達

成

目

標 

・留学生（新入生及び編入学生）15
名の受入れを目指す。 

 


